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Egg
TJ 課

課

係

係

係

柄

係

局相当 部相当 課相当 かい等 係相当 備 考

議 会 事 務 局 1 2 5

共済組合事務局を除く

保育園(2 1)を除く

診療各科、看護部、芳野診療所、産院の診療科を除く

係に消防署の出張所(15)を含む

学校、共同調理場を除く

会 計 室 1 2

市 長 室 1 3 2

企 画 調 整 局 1 3 8

総 務 . 局 1 4 ll 2 24

市 民 生 活 局 1 7 17 28 24

健 康 福 祉 局 1 3. 22 6 76

環 境 保 全 局 1 3 ll 4 28

経 済 振 興 .局 1 5 18 10 35

都 市 整 備 .l局 1 A 16 1 44

建 設 . 局 1 5 1 5 5 42

市 民 病 院 1 1 3 1 7

消 防 局 1 8 ll 54

市長事務部局計 10 37 132 68 336

交 通 局 1 5 3 ll

水 道 局 1 2 9 2 37

教 委 事 務 局 1 6 26 2 17

監 査 事 務 局 1 2

、人事委事務局 1 2

選 管 事 務 局 1 2 4

農 委 事 務 局 1 4

総 計 15 49 180 75 416



2　歴　代　市　長

代 氏 名 就任年月日 退任年月日 代 氏 名 . 就任年月日 退任年月日

1 杉村 大人 明22. 5. 6 明26. 7. 9 12 石坂 繁 昭20.10. 4 昭21. 3.ll

2 .栓崎 為己 "26. 9-15 * 30. 8. 2 13 ・14 福田 虎亀 "21. 6.14 * 23. 2. 9

3 辛島 格 ク30. 9.13 ア 2. 1.20 15 佐藤真佐男 〃23. 4ー7 * 27. 3. 7

4 lljffl }* - 大 2. 4. 2 * 3.10.10 16 林田 正治 ク27. 3.20 * 31. 2.23

5 依田 昌今 4. 1.14 * 6. 9. 3 17 -18 坂口 主税 〃31. 3.16 " 38. 1. 4

6 佐柳 藤太 ク6.ll.20 蝣10.ll.19 19 -20 石坂 繁 蝣38. 2.15 * 45.ll.26

7 高橋 守雄 " ll. 1.19 '" 14. 7.13 21- 24 星子 敏雄 "45.12.20 -5-61.12. 6

8 辛島 知己 * 14 . 9.14 昭 4. 7. 4 25 -26 田尻 靖幹 -5-61.12. 7 平 6.12. 6

9 山田 珠一 昭 5. 2. 5 * 9. 4.17 27 三角 保之 平 6.12. 7 蝣10.12. 6

10

ll

山隈 康

平野 瀧起

サ 9. 5.14

〃17. 6.25

" 17. 5.13

* 20. 8 .10

28 三角 保之 "10.12. 7 在 任 中

3　職　　員　　数　　　　　　　　　　　(平12.4.1現在)

区 分 S c 現 員 数

市 長 事 務 部 局 4,113 4,062

議 会 事 務 局 28 27

選挙管 理 委員 会 事 務 局 22 20

監 査 事 虜 局 17 17

教 育 委員 会 事務 局 及 び
学校 そ の他 の教 育 機 関

人 事 委 員 会 事 務 局

1,040 943

16 14

消 防 局 631 624

農 業 委 員 会 事 務 局 27 21

交 通 局 499 438

水 道 局 407 377

計 6 ,800 6,543

4　給

(1)局別職員給料

与

(平12. 4. 1現在)

区 分

局 別

給 料 月 額
平 均 年 齢

平 均

W M * $k
最 高 最 低 平 均

市 長 事 務 部 局 65 6 ,3 0 0 円 1 5 0 ,4 0 0 円 3 4 6 ,1 3 4 円 4 0歳 4 月 17年 1 月

議 会 事 務 . 局 56 2 ,7 0 0 1 6 1 ,2 0 0 3 6 8 ,9 5 9 4 2 2 1 8 5

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 5 5 7 ,7 0 0 1 8 4 ,2 0 0 3 9 1 ,6 2 5 4 4 9 2 3 3

監 査 事 務 局 55 7 ,7 0 0 2 4 4 ,9 0 0 3 8 6 ,4 18 4 3 7 2 0 10

教 育 委 員 会 事 務 局 56 7 ,5 0 0 1 6 1 ,2 0 0 3 7 8 ,5 4 6 4 4 2 1 7 4

人 事 委 員 会 事 務 局 56 7 ,5 0 0 2 0 7 ,8 0 0 3 5 6 ,0 14 3 9 1 1 1 7 2

消 防 局 58 1 ,9 0 0 1 6 1 ,2 0 0 3 5 4 ,4 50 4 0 2 1 9 5

農 業 委 員 会 事 務 局 52 0 ,0 0 0 1 9 0 ,1 0 0 3 6 2 ,7 9 0 4 2 4 2 0 0

交 通 局 52 5 ,6 0 0 1 5 0 ,4 0 0 2 9 8 ,9 4 6 4 1 5 1 3 1 0

水 道 局 55 2 ,6 0 0 1 6 1 ,2 0 0 34 9 ,1 7 0 4 0 5 1 8 5

全 体 65 6 ,3 0 0 1 5 0 ,4 0 0 3 5 7 ,6 2 5 4 1 0 1 7 3
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(2)初任給基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平12.4. 1現在)

区 分 職 種 wC m 学歴免許等
初 任 . 袷

級 号給 金 額

ft

敬

負

袷

料

表

般

正
規
の
読
敬

上 2 5 184 ,200 円

初級職 1 5 150 ,400

保 育 士 短 大 卒 1 7 16 1,200

獣 医 師 新 大 6 卒 2 8 20 1,900

薬 剤 . 節 大 学 卒 2 5 184 ,200

栄 養 士l
大 学 卒 2 5 184 ,200

短 大 卒 2 3 17 2,800

保 健 婦 (士 )

助 産 婦

大 学 卒 2 5 184 ,200

短 大 3 卒 2 4 178 ,500

看 護 婦 (士 )
短 大 3 卒 1 9 17 2,300

短 大 2 卒 1 8 16 6,700

診 療 放 射 線 技 師

臨 床 検 査 技 師

大 学 卒 1 10 17 8,000

短 大 3 卒 1 9 17 2 ,300

歯 科 . 衛 坐 士
短 大 2 卒 1 8 16 6 ,700

新 高 4 卒 1 7 16 1 ,20 0

理 学 療 法 士 短 大 3 卒 1 9 17 2 ,300

視 能 訓 練 士 短 大 3 卒 1 9 17 2 ,30 0

臨 床 工 学 技 士
大 学 卒 1 10 17 8 ,00 0

短 大 3 卒 1 9 17 2 ,30 0

学 芸 員 大 学 卒 2 5 18 4 ,20 0

そ の 他

大 学 卒 2 5 18 4 ,20 0

短 大 卒 1 7 16 1 ,20 0

高 校 卒 1 5 15 0 ,40 0

中 学 卒 1 2 13 5 ,90 0

消 給
豊 科

月 表

上 級 消 防 職 正
演
の
読
験

上級職 1 10 19 5 ,50 0

初 級 消 防 職 初級職 1 4 16 1 ,20 0

医職給
料

療貞衷

医 師

歯 科 医 師

博 士 課 程 修 了 1 8 33 3 ,10 0

新 大 6 卒 1 2 24 1 ,90 0

敬
育
敬
袷
料
秦

教 諭

養 護 教 諭

教 員

博 士 課 程 修 了 2 9 26 2 ,0 00

修 士 課 程 修 了 2 5 2 17 ,9 00

大 学 卒 2 2 19 5 ,30 0

短 大 卒 . 1 4 16 4 ,40 0

講 師
養 護 助 教 -a
助 教 芸
実 習 助 .辛

大 学 卒 1 7 19 1 ,80 0

短 大 卒 1 4 16 4 ,40 0

高 校 卒 1 2 15 0 ,6 00

教
f̂ccR
職
袷
料
表

教 諭

博 士 課 程 修 了 2 12 26 2 ,0 00

修 士 課 程 修 了 2 8 2 17 ,9 00

大 学 卒 2 5 1 19 5 ,30 0

短 大 卒 2 2 16 6 ,6 00

講 師

助 1教 諭

大 学 卒 1 7 19 1 ,80 0

短 大 卒

高 校 卒

1

1

4

2

16 4 ,40 0

15 0 ,60 0
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(3)特別職の給料及び報酬

区 分 現行 給料 月額 適 用 年 月 日 改正前給料月額 通用 年月 E]

市 長

助 役

収 入 役

常 勤 監 査 委 員

企 業 管 理 者

教 育 長

1,178 ,000 円

920 ,000

826 ,000

716 ,00 0

728 ,00 0

728 ,000

平 10 . 4 . 1

一ケ

〟

//

//

詛

1,159 ,000 円

90 5,0 00

813,0 00

705,0 00

717,000

571,600

平 4 . 1

'/

一ケ

'/

′ケ

4*

区 分 現 行 報 酬 額 適 用年 月 日 改 正 前 報 酬 額 適用 年 月 日

教 育 委 員 会
委 員 長 月 額 1 4 6 ,0 0 0 円 平 1 0 . 4 . 1

^

14 4 ,0 0 0 円 平 9 . 4 ▼ 1

//委 員 月 額 8 9 ,0 0 0 8 8 ,00 0

監 査 委 員

識 見 を有 す る者 の う ち か ら選 任 さ

れ た 監 査 委 員 ( 非 常 助 )
月 額 1 3 9 ,0 0 0 4-

平 1 0 . 4 . 1

1 3 7 ,00 0 <・

平 i. 4 . 1市 議 会 議 員 の う ち か ら選 任 さ れ た

監 査 委 員
月 額 7 2 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0

人 事 委 員 会
委 員 長 月 額 16 7 ,0 0 0 平 1 0 一4 . 1

′′

1 6 5 ,0 0 0 平 9 . 4 . 1

//委 員 月 額 14 0 ,00 0 1 3 9 ,0 0 0

選 挙 管 理

委 員 会

委 員 長 月 額 9 2 ,0 00 ′′

/*

平 4 . 1 . 1

9 0 ,0 0 0 /y

//

昭 6 1 . 4 . 1

委 員 月 額 6 0 ,0 0 0 5 9 ,0 0 0

臨時に選挙管理委員 に充て られた補 充貞 日 額 1 0 ,0 0 0 7 ,0 0 0

投 .票 管 理 者 及 び 開 票 管 理 者 1 回 につ き1 3 ,0 0 0 平 10 . 6 . 1 l l ,0 0 0 平 4 . 4 . 1

選 挙 長 1 回 につ き1 3 ,0 0 0 ^ l l ,0 0 0 //

投 票 立 会 人 、 開 票 立 会 人 及 び 選 挙 立 会 人 1 回 につ き1 2 ,0 0 0 's 10 ,00 0 ;y

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 委 員 日 額 1 0 ,0 0 0 平 4 . 1 . 1 7 ,00 0 昭 6 1 . 4 . 1

農 業 委 員 会

会 長 月 額 9 2 ,0 0 0 平 1 0 . 4 . 1

/>

/>

9 0 ,00 0 平 9 . 4 . 1

'/

!F.

副 会 長 、 部 会 長 及 び 副 部 会 長 月 額 6 0 ,0 0 0 5 9 ,0 0 0

部 会 の 委 員 及 び そ の 他 の 委 員 月 額 5 6 ,0 0 0 5 5 ,0 0 0

そ の 他 の 非 常 勤 の 職 員

上 記 に 掲 げ る 特 別 職 の 職 員 以

外 の特 別 職 の職 員 に対 す る 報 酬

の 額 は 、 年 額 報 酬 に あ っ て は

30 0 ,0 0 0 円 、 月額 報 酬 に あ っ て は

2 5 0 ,0 0 0 円 、 日額 報 酬 に あ っ て は

1 0 ,0 0 0 円 、 時 間 額 報 酬 に あ っ て

は 1 ,0 0 0 円 (医 師 等 そ の 職 務 の 特

殊 性 そ の 他 特 別 の 事 由 に よ り特

に必 要 が あ る と認 め た 場 合 は 、

年 額 報 酬 に あ っ て は4 0 0 ,0 0 0 円 、

月 額 報 酬 に あ って は6 0 0 ,0 0 0 円 、

日 額 報 酬 に あ って は 3 0 ,0 0 0 円 )

を 越 え な い 範 囲 内 で 、 条 例 及 び

規 則 で 定 め る

予 算 の 範 囲

内 に お い て

市 長 が 定 め

る額

昭 6 3 . 4 . 1
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(4)旅　　費(熊本市職貞等の旅費支給に関する条例(抜すい))
(平10. 4. 1施行)

区 分 鉄 道 賃 船 賃

日 . 当

( 1 日に つ き)

宿 泊 料

( 1 夜 に つ き)

食 卓 料

( 1 夜 に

つ き)

1号

市 長 . 助 役 運賃 の 等級 を 2 階 級 運 賃 の 等 級 を 3 階 級 円 円 円

. 収 入 役 に区分 す る線 路にあっ

て は 上 級 の 運 賃 、 運

賃 の 等 級 を設 け な い

に区分す る船 舶にあっ

て は中級 の 運賃 、.2

階 級 に 区 分 す る船 舶

3,6 0 0 1 7 ,8 00 3 ,6 0 0

2

企 業 管 理 者 .

3 ,0 0 0 14 ,8 0 0 3 ,0 00

常 勤 の 監 査 委 線 路 にあ っ て は そ の に あっ て は 上級 の 運

負 . 教 育 長 . 8 乗車 に要 す る 運賃 及 賃 0 た だ し、鉄 道 連

級 及 び 9 級 の 職 び特 別 車 両 料 金 を 徴 絡 船 に あ って は鉄 道

務 に あ る者
す る 客 車 を運 行 す る

もの に よる 旅 行 を す

る場 合 に は 特 別車 両

料 金 (特 別 車 両料 金

に あ って は 、 1 号 区

分 の 適 用 を受 け る 者

に 限 る 0)

運 賃 に 同 じ0

3

3 級 か ら 7 級 ま

で の 職 務 に あ

る者

2 ,6 0 0 1 3 ,1 0 0 2 ,6 00

4

1 級 及 び 2 級 の

職 務 に あ る者 . 2 ,2 0 0 1 0 ,9 0 0 2 ,2 0 0

(注)

1普通急行列車、準急行列車又は特別急行列車を運行する線路による片道50km以上の旅行には鉄道

賃のほかに普通急行料金、準急行料金又は特別急行料金を支給する。

2　船賃の額は、はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、公務の必要により別に寝台料金を必要とした

場合には、船賃のほかに現に支払った寝台料金を支給する。

3　「何級の職務」とは、熊本市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第3条第2項

第1号に規定する一般職職員給料表による当該級の職務及び一般職職員給料表の適用を受けない者に

ついて市長が定めるこれに相当する職務をいう。
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5　総　合　計　画

策定にあたって

本市は、昭和39年に第一次熊本総合計画を策定し、以来、社会の変化に対応するため改定を重ねな,がら、市

民生活の向上と市勢の発展に努めてきました。

しかし、近年、少子・高齢化、高度情報化、グローバル化、環境問題の深刻化など、本市を取り巻く情勢は

予想をはるかに超えて急速に変化しており、社会や日常の暮らしのあり方そのものが改めて問い直されていま

す。

また、一方では、地方分権や規制緩和に伴い、まちづくりにおける自治体の役割や住民参加についても新た

な方向が模索されております。

そこで、このような大きな時代変化に対応するとともに、 21世紀という新たな百年における本市の基礎を創

る「まちづくりの基本方針」として、この基本構想を策定します。

また、別に定める基本計画、実施計画と併せて総合的、計画的な市政運営の指針とします。

熊本市基本構想(平成12年3月27日議決)

この基本構想は、 21世紀における熊本市がめざすまちの姿を措き、これを実現するため、今後進めていくま

ちづくりの方針を明らかにするものです。また、別に定める基本計画、実施計画と併せて総合的、計画的な市

政運営の指針とします。

本構想の目標年次は、平成2010年度とします。

1　まちづくりの理念

まちの主役は私たち市民です。

その一人ひとりが、互いに人権を尊重し合い、最も身近な家族はもとより、生まれ育った地域社会や郷土、

さらには、自然や人類-の深い愛情を持ちながら、日々健康でいきいきと心豊かに暮らせることが市民生活の

理想です。

また、一方では、かけがえのない地球環境を守り次代-引き継ぐため、環境に負荷をかけない生活へと転換

していくことが、今を生きる私たちの責務でもあります。

これからは、このような市民生活の実現に向けて、私たち一人ひとりが、自らの役割を自覚し、責任を果た

しながら、まちづくりを進めることが必要です。

そこで、本市では、 「人にやさしく、地球にやさしい」を基本理念として、日々の暮らしの中で、このまち

に生まれ、このま_ちに住む、そのしあわせを実感できる「よかひと、よかまち、よかくらし」づくりを市民総

参加で進めます。
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2　めざすまちの姿

まちづくりの理念に基づき、 21世紀において本市がめざすまちの姿を次のとおり設定します。

よかひと!　よかまち!　よかくらし!
とし

しあわせ実感、夢と活力の「生活首都」

‖よかひとの　とは

未来に向かって自らの可能性を切り拓く主体性を持ち、世代や文化の違いを超えて多様な価値観を受け入れ

ることができる、豊かな感性と深い思いやりにあふれる``ひと" 0

そして、自分の夢に挑戦するとともに、地域社会の-貞として、また地球市民としてそれぞれの役割と責任

を担い、まちづくりや社会貢献に積極的に努める、そんなひとです。

Hよかまち日　とは

水と緑の豊かな自然が息づき、城下町の伝統や「森の都」の景観を活かした落ちつきのある空間の中で、循

環を基調とした都市活動が展開されるとともに、質の高い都市サービスが提供され、そこに集う人々の多様な

生き方や夢を実現できる活力ある"まち" 0

そして、熊本ならではの新たな出会いと交流を通して、様々な産業や個性豊かな文化が創り出され、九州に

おける中枢都市として地域をリードする役割を果たす、そんなまちです。

Hよかくらしけ　とは

安心して暮らせる居住環境のもと、誰もが心身ともに健やかで働く喜びと生きがいを持ちながら、互いに助

け合い、環境に配慮した生活を営む、人と地球にやさしい"くらし" 0

そして、人と人とのきずなが育まれ、自然や歴史・文化とのふれあいの中で、真に心の豊かさを実感できる、.

そんなくらしです。

このように、市民が多彩な夢を実現し、ともにしあわせを実感できる活力あふれるまち、それが私たちがめ

ざすまちの姿です。

3　施策の基本方針

それぞれの分野において、次のような基本方針に基づき、めざすまちの姿の実現に向けた施策を進めます。

(1)一人ひとりが輝く人権尊重社会の構築

すべての人々が、人として等しく尊重され、平等に社会参加できるよう、人権意識を高め、人権擁護のた

めの支援を行います。また、男女が対等な立場で参画し、ともに責任を担える社会を形成します。
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(2)心がかよいあう市民生活の創出

市民が、安心して暮らせ、心がかよいあう生活を送れるよう、消防・救急救助体制の強化、交通安全の確

保、消費生活の安定と向上などに努めるとともに、国内外との交流やふれあいのあるコミュニティづくりを

進めます。

(3)健やかでいきいきと暮らせる保健・福祉の充実

市民が、生涯を通して心身ともに健やかでいきいきと暮らせるよう、市民自らが健康づくりに取り組める

体制を整備します。また、保健、医療、福祉分野の連携による総合的なサービスの嘩僕を通して、高齢者や

障害者はもとより、誰もが自分の能力を活かして社会参加できるための支援を行います。

(4)水と緑に囲まれた良好な環境の形成

市民が、将来にわたって豊かな環境の恵みを受けられるよう、大気汚染など公害の未然防止、かけがえの

ない地下水の保全と緑の育成、ごみの適正処理などを推進し、良好な生活環境を整えます。また、生態系の

保全を図りながら、資源・エネルギーの再利用や有効利用を進め、自然と共生した環境負担の少ない社会を

築きます。

(5)魅力と活力あふれる産業・経済の振興

市民の就業機会が広がり生活の経済基盤が安定するよう、商工、農林水産、観光など地場産業の生産性や

付加価値を高めるとともに、広く情報、技術、人材などの交流を通して産業の高度化を進めます。さらに、

情報通信、健康福祉、環境、バイオテクノロジーなど、これからの時代の要請に対応した産業に育成や成長

力のある企業の立地を図り、地域経済の新たな魅力と活力を生み出します。

(6)安全で快適な都市基盤の整備

市民が、災害に強い安全なまちの中で、生活の利便性や快適さを享受できるよう、道路、住宅、公園、上

下水道、河川などの都市施設を環境に配慮しながら整備するとともに、秩序ある市街地の形成を進めます。

また、誰もが利用しやすい交通体系や情報ネットワークを総合的に整備します。

(7)豊かな人間性を育む教育・文化・スポーツの振興

市民が、豊かな個性や能力を育み、その力を十分に発揮して充実した人生を送れるよう、生涯を通してい

つでもどこでも学習やスポーツに参加でき、多彩な文化に親しめる機会を広げます。特に、次代を担う子ど

もたちに対しては、情報化、国際化など社会の変化に対応した学校教育の推進はもとより、家庭、学校、地

域社会が⊥体となって、その健やかな成長を支えます。

4　まちづくりの重点的取り組み

施策の基本方針に基づきそれぞれの施策や事業を展開していく中で、 "よかひと" 、 "よかまち" 、 "よか

くらし"づくりに向け、その中心となる取り組みとして次の3つを掲げ重点的に進めます。
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(1)　バよかひとの　を育む　「自立と共生の地域づくり」

まちづくりの原点は、人づくりです。そこに暮らす人々のあり方がまちの姿を決めるといっても過言では

ありません。

これからの人づくりにおいては、すべての市民が自らの個性や能力を社会の中で十分に発揮できる環境を

整備しながら、多様な価値観を認め合い互いに支えあう「自立と共生」の精神を社会全体で育んでいかなけ

ればなりません。

そこで、 "よかひと"を育むために、最も身近な地域社会において、 「自立と共生」を基調としたコミュ

ニティづくりを進めるとともに、特に本市の未来を担う子どもたちが、主体性ある人間として健やかに成長

できるよう、地域ぐるみで支える体制をつく-ります。

具体的には、

(彰心と社会のバリアフリーを基本としながら、地域住民と保健福祉センター等との連携など、地域の保健

福祉機能の向上を図ります。

(彰健康づくりや環境保全など身近な地域の課題について、住民自らが取り組み解決できるよう、住民自治

やボランティア活動を促進します。

(9自然や地域社会の中での子どもたちの多様な体験機会を増やします0

(2)　バよかまち門　を築く　「人々が集う森の都づくり」

まちの活力の源は、人と人との交流です。そして、そのまちにしかない魅力が人をひきつけ交流を促しま

す。

地方分権が進み都市の独自性が一層重要になってくる中、九州の中央に位置する本市の特性を踏まえ、ま

ちの魅力を創出しながら、より多くの人々に出会いと交流の場を提供することで、新たな活力を生み出して

いかなければなりません。

そこで、 ``よかまち"を築くために、 「森の都」の趣を大切にしながら、伝統ある歴史や文化を活かして

熊本の個性を引き出しています。また、交通基盤や集客機能の整備を進め、人々の多様な交流を促します。

具体的には、

①本市のシンボルである熊本城の復元整備や緑の保全・育成に努め、市電の活用を図りながら、落ち着き

とゆとりのあるまちの香りを大事に育みます。

②九州新幹線や高速道路などの広域交通網をはじめ、情報通信網などの整備を促進するとともに、中心市

街地の再開発や、副都心としての熊本駅周辺の再整備に取り組みます。

(診観光資源の整備開発などを進め、レジャーやコンベンションの機能を高めます。

(3)　山よかくらしの　を営む　「環境と調和した循環型社会づくり」

良好な環境は、人々が択適な暮らしを営むために欠かせないものです。特に、本市は、豊かな緑で囲まれ

飲料水をすべて地下水で賄うなど自然環境に恵まれ、市民も環境保全に対する高い意識を持っています。

地球環境がかつてない危機に直面している今こそ、私たちは、大量生産・大量消費に支えられた今日の社

会・経済の在り方そのものを見直し、日々の暮らしから環境に負荷をかけないものに変えていかなければな

りません。
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そこで、 "よかくらし''を営むために、資源やエネルギーの浪費をなくすとともに、できる限り繰り返し

優っていく循環を基調とした社会システムをつくります。

具体的には、

①資源リサイクルを進め、個人の生活から都市活動に畢るまでごみをできるだけ出さない仕組みに改めて

いきます。

②公共交通機関や自転車の利用を促進し、太陽光など自然エネルギーの積極的な活用に努めます。

(9水田や森林の保全、人工滴養などを通じて、自然の水循環機能を高めます。

5　構想を推進するために

本構想に掲げるまちづくりを推進する為、全ての施策や事業を進めるにあたり、次のことを基本とします。

(り　信頼される市政の運営

ア　開かれた市政の推進

運営の基準や経過など、行政の情報を積極的に公開するとともに、市民の声を市政に反映する仕組みを充

実させ、市民と行政の相互理解に基づく開かれた市政を推進します0

イ　身近なサービス体制の充実

施設の配置や機能の見直し、多様な情報通信技術の活用など、市民がより身近な場所で必要なサービスを

受けられる体制づくりを進めます。

(2)質の高い行政の推進

ア　行財政運営の効率化

情報化の推進や各分野の連携を強化するとともに、民間活力の導入なども視野に入れながら、簡素で効率

的な行財政システムを築きます。

また、地方分権の進展に対応して自立した都市経営をめざし、政策立案機能の向上や自主財源の確保なpど

に努めます。

イ　広域的対応と連携の強化

生活圏や経済圏の広がりに対応して、広域交通網の整備や環境保全、防災対策はもとより、あらゆる分野

にわたり、県や近隣市町村との広域的な連携を進め、互いに機能を分担しながら都市圏の一体性を高めます。

(3)協働によるまちづくり

ア　主体的な市民活動の推進

活動拠点の整備、きめ細かな情報の提供、ネットワークづくり等、まちづくりの支援サービスを市民の身

近な場所で提供するなど、市民の主体的なまちづくり活動を進めます。

イ　住民自治の仕組みづくり

行政と市民の役割を明確にしながら、 「自らのまちは自ら創る」という住民自治の意識を高めるとともに、

まちづくりの計画や公共施設の管理運営などに住民自治の仕組みをつくります。
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6　行　政　改　革

本市行政改革への取り組みは、平成7年5月熊本市行政改革推進本部を設置したことに始まり、 8年9月の行

政改革大綱及び9年5月の推進プログラムの策定によって本格化した0

そして、その基本的方向は「限られた財源と人材とを新たな行政需要に再配分・再配置することによって、来

るべき21世紀に向け、時代に即応した新たな行政展開を図ること」と位置付けている。

また、二大数値目標として、 「50億円の経費改善」と「市民100人あたり1人の職員数」の実現を掲げるとと

もに、実施計画ともいうべき推進プログラムには、 99の個別項目を計画的に達成することとして、 12年度までの

5ケ年間に全庁を挙げた取り組みを行うこととしている。

しかしながら、地方分権一括法-の対応、第5次総合計画の策定、財政の健全化、更には、市民サービスの向

上等の課題に対応するためには、行政改革のより一層の推進が求められていることから、現在、大綱及び推進プ

ログラムの見直し作業を進めているところである。

・これまでの主な実績

50億円の改善
(単位:百万円)

区 分
目 標 額

(12年 度 )

実 績 額 の 推 移

8 年 度 9 年 度 10 年 度 1 1 年 度

経 費 のl節 減 等 2 ,73 5 83 5 17 1,84 1 2 ,13 9

事 務 事 業 の 見 直 し 1,50 1 - 7 65 6 90 7

組 織 機 構 の 見 直 し 2 3 - - 5 2 0

財 政 の健 全 化 55 8 - 17 7 40 1 42 2

定 員 の適 正 化 12 6 13 83 1 79 19 0

人 事 管 理 制 度 の 見 直 し 52 7 70 2 50 60 0 60 0

財 源 の確 保

各種 徴 収 率 の 向 上
2 ,27 9 - - - -

そ の 他 - - 7 7 1 ,3 61 2 ,75 2

職 員 数 の 削 減 - - 7 7 3 32 1,09 7

公 共 工 事 コ ス ト縮 減 - - - 9 15 1,54 9

普 通 財 産 売 却 収 入 - - - 1 14 1 06

合 計 5 ,0 14 8 3 5 94 3 ,2 02 4 ,8 91

市民100人あたり1人の職員数
(単位:人)

区 分 8 年 度 9 年 度 1 0 年 度 1 1 年 度 1 2 年 度

職 員 総 数 ① 6 ,7 4 1 6 ,7 3 2 6 ,7 0 2 6 ,6 1 2 6 ,5 4 4

市 氏 数 (9 6 5 0 ,3 2 2 6 5 4 ,7 6 4 6 5 7 ,6 3 6 6 6 0 ,1 9 9 6 6 2 ,4 7 3

対 市 民 数

・ _ : i - i

9 6 .5 9 7 .3 i l 9 9 .8 1 0 1 .2
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7　広

(1)広報組織

・市民の立場にたち、積極的な市政広報活動を図っている。

・広報連絡委貞(課長補佐)並びに報道対応調整担当者(局政策調整審議員など)を置き、情報(各課の事

業、行事を週報、月報など)の収集及び広報・報道対応の円滑化を図っている。

(2)広報刊行物

「くまもと市政だより」

毎月1日発行　A4判　oA OQ頁　248,700部(平成12年4月号実績)

文書配布委託者を通じて各世帯に配布

「点字市政だより」 (視覚障害者向け)

毎月1日発行　B5判　30頁170部作成(郵送)

「声の市政だより」 (視覚障害者向け)

毎月1日発行　90分テープ　75本作成(郵送)

「拡大版市政だより」 (弱視者向け)

毎月1日発行　B4判　20-28頁　45部作成(郵送)

「生活便利ブック」

年1回発行　A4版　56頁　20,000部

市の窓口業務や施設、制度などの紹介

「まちがたり」

年1回発行　　印刷部数　250,000部　(市政だより折込、全戸配布)

市の重要施策の紹介

「都市P R広報誌」

年1回発行　印刷部数10,000郡

市の概要や魅力を紹介

(3)テレビ・ラジオによる広報

テレビ広報

「市民のひろば手取本町1番1号」

RKK・TV　毎週土曜日午前9時25分から5分間(年52回)

「お元気ですか熊本市」

KAB・TV　毎月第1土曜日午後12時30分から15分間(年12回)

「テレビ市政だより」

ケーブルテレビ(市民チャンネル)　毎日主に午前8時、午後4時、 9時から30分間(年1,098回)

テレビ特別番組

市の重要施策をテーマとした特別番組を適時放映

テレビスポット
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市の施策や事業を適時放送

ラジオ広報

RKKラジオ　毎週月曜日「とんでるワイド・大田黒浩一のきょうも元気!」内午前9時30分から約2分

間(年52回)

毎週土曜日「突撃戦隊.′ラジオ新撰組」内午後6時ごろ20秒間(年52回)

FM中九州　　毎週火曜日「フレッシュ・フラッシュ・くまもと」午前8時40分から5分間つ年52回)

主に毎週金曜日「ぶらりくまもとサウンドマップ」内午前7時48分から約1分間

(年80回)

毎週火・水・木曜日「アイ・ラブ・ウーマン」午後0時10分から約5分間(年157回)

くまもとシティエフエム

「おはようインフォメーション」

毎週月曜から金曜日午前10時02分から15分間(年261回)

「こんばんはイシフオメ-ション」

毎週月曜から金曜日午後7時15分から15分間(年261回)

「40秒スポット」毎週火・木・土曜日(各2回、年314回)

ラジオスポット

市の施策や事業を適時放送

(4)新聞広報

市政について市民のより広い理解を得るため、日刊紙の紙面を利用して広報

(5)その他

「街角通信貞制度」

目的　市民に地域の広報特派員として市の広報活動に参加してもらうことで、市政-の親しみや理解を得

ると共に市民参加の開かれた広報の展開を図る。

任期　1年　　定員10人

「行事予定表等の発行」

月報くまもと(毎月月末発行)

週報くまもと(毎週木曜日発行)

NEWS NEWS (毎日発行)

報道機関、市議会議貞、各学校、各課に配布　　500部

「車両広報」

広報車(ぎんなん号、放送設備付)による広報

(6)報道機関(市政記者)を通しての広報

市長記者会見

記者レクチャー(関係局部長などによる記者説明)

資料提供

※記者クラブ加入社(13社)

熊日・朝日・毎日・読売・西日本・日本経済　NHK-RKK-TKU-KKT-KAB
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時事通信・共同通信

8　市民交流サロン

「交流推進」 「市政への提案」 「市民相談」 「情報提供」の4つを基軸に、 「双方向の対話」の市政を進める市民

への窓口として、平成7年4月に設置された。行政と市民あるいは市民相互の交流の中での様々な提案、意見を

市政-反映させるとともに、平成10年7月からは、サロン内にボランティア活動推進コーナーを設け、その情報

収集・提供等の支援に当たる。

(1 )交流推進事業

ア　サロンd eトーク

市長をはじめ市幹部職員が曜日毎のローテーションを組み、サロン内で直接市民と懇談・対話の機会を持

fSB.

イ　市政懇談会

市長自らが地域に出向き、直接地域の市民と懇談し、市政に対する意見や提案等を幅広く聴くことにより、

地域の状況を的確に把握し、地域の特性や実情に則した効率的な行政展開を図る。

り　出前市民交流サロン

市民交流サロンの職員が市内各地-出向き、ボランティアグループ、公民館講座生や高校生等の様々な団

体と交流する。

工　市長への手紙

市民の声を市政に反映させるため、提案や要望、熊本市の将来像などを手紙形式で市長へ提案してもらう。

オ　わたしの提言・サロ、ン通信

インターネット、 FAX通信を活用し、迅速、広範な市政への提案、要望等を市内外から受け、対応する。

カ　市政に関する市民意識調査

行政運営のための基礎となる市民の意識を把握するために、その時々にあったテーマ並びに継続的な項目

を基に調査を行い、その結果を関係部局-還元している。

キ　相談業務

市政に関する様々な相談、要望、苦情を関係部局と連携し処理する「市政相談」、日常生活における民事

関係を対象とした「一般相談」、法令等に関連した事例を専門的立場から助言する「特別相談」の三種類の

相談業務を行っている。
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①　各局別の市政相談件数

N こ

受 付件 数
事 業 別 の 件 数

市民 の声 市 政 懇談 会 出前市民交流サロンサロンd e ト ク 市長への手紙 わたしの提言 市政モニター 市政ヤングモニターサ ロ ン通信

面 長 室 12 3 o 5 1 1

企画 調整 局 20 1 1 6 10 1 1

総 務 局 25 7 3 7 5 1 o

市民 生活 局 39 5 3 13 1 10 5 1 1

保健衛 生 局 55 12 1 12 19 9 2 .

環境 保全 局 54 17 1 2 1 9 2 3 1

経済 振興 局 28 5 7 2 2 7 2 1 2

都 市 整備 局 58 18 20 1 5 4 1

建 設 局 7 9 4 3 13 2 1-1 5 2

交 通 局 26 3 1 8 5 4 3 1 1

教 育 委員 会 34 3 4 1 6 1 4 4 1 1

その他の市政 2 0 5 1 5 5 4

国 b 1 3 1

県 14 1 5 6

そ の他民 事 12 0 13 5 3 8 8 3 1 7

計 5 8 9 13 6 1 8 12 9 8 1 0 9 15 0 1 6 l l V2

②　一般相談の内容と件数

相 談種 目 曜 日 .時 担 当 相 談 内 容
相 談 件 数

7 8 9 10 ll

- 股 相 談
⑧ ～◎

8‥30 - 17 :00
市 聡 貞 家庭 .相 隣 .生活 問題 な ど 7,4 28 6 ,68 4 6,04 1 6 ,32 1 5,4 23

③　特別相談の内容と件数

相 談種 目 曜 日 . 時 担 当 相 談 内 容
相 談 件 数

7 8 9 10 ll

税 務 相 談
⑧

13 :00 - 16 :00
税 理 士 所得税 . 相続税 . 贈与税 な ど 24 2 2 25 199 188 184

人 権 相 談
㊨

13 ‥ -16 ‥00

人 権 擁 護

委 員
名誉の侵 害 .家庭 間蓮 な ど 103 99 121 98 85

登 記 相 談
㊨

13 ‥ -16 :00
司 法 書 士 相続 . 土地 .建物登記 な ど 4 90 5 45 529 568 476

法 律 相 談
㊨ . ㊨ . ㊨

13 ‥00 - 16 ‥00
弁 護 士

民事 . 法的解釈 を必要 とする

もの など
748 7 77 1 ,106 1,13 0 1 ,191

サラ金相談
⑧～◎

9 :00 - 12 ‥00
13 ‥00 - 16 ‥00

専門相談員 サ ラ金 に関する ことな ど 1 ,183 1,142 1 ,148 1,50 0 1 ,557

民 事 介 入

暴 力 相 談

⑧

9 ‥00 - 12 :00

熊本県暴力

追放協議会
民事介入暴力に関する こと 50 58 49 53 60

(注)法律相談は予約制( 8名)、相談当日の午前8時30分から市民交流サロンで電話にて予約受付0

ク　施設めぐり

日常生活に関係の深い市の施設へ団体、親子や一般応募の市民を案内し、施設への理解と市政への協力を
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進める。

(2)サロン活用事業

ア　市政モニター制度(市政ヤングモニター)

市内全小学校校区に計80名のモニターを2年の任期で委嘱し、市政に関するいろいろな意見を組織的に聴

くことにより、市民の声を市政に反映させる。

市政ヤングモニターは20歳代から30歳代の青年層20名を、 1年の任期で委嘱している。

イ　ランチタイム・サロン

昼休みの時間を利用してジャズ、童謡等のコンサートを開催し、市民-憩いとふれあいのひとときを提供

している。

り　情報・展示コ-ナ-

市政や各種イベント情報のパンフレット等を提供するほか、熊本の歴史、レジャーや暮らしなどの書籍を

備え、閲覧に供している。

(3)ボランティア活動推進事業

平成9年10月「くまもと・よかよかボランティアプラン(熊本市ボランティア活動推進基本指針)」を策定

した。市民交流サロンでは、ボランティア活動推進コーナーで下記の事業を実施している。

ア　情報収集・提供

ボランティアの募集、ボランティア養成講座の開催など、ボランティア活動に関する情報を収集し、提供

する。

イ　登録・紹介

ボランティア活動をしたい人やグループを登録し、必要とする施設や団体などに紹介する。

り　相　　談

ボランティア活動に関心のある人や実際にしたい人の相談、ボランティア活動を必要とする施設、団体な

どの相談に応じる。

エ　交流の場の提供

ボランティアが気軽に集い、交流できる場として市民交流サロンを提供する。

9　情　報　化　推　進

情報化の推進については、昭和61年3月に電算システムを自己導入して以来、熊本市総合行政情報システムの

構築を進めるとともに、地域情報化の面でも、国や県、関係機関と連携し、テレトピア構想及びハイビジョンシ

ティ構想等の推進に取り組んでいる。

平成8年度からは、行政情報化推進モデル事業やインターネットを活用した都市情報発信事業に新たに取り組

むとともに、来るべき高度情報化社会に対応するため、平成9年度に情報化基本計画及び情報化実施計画を策定

した。
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なお、その主要な取り組みである庁内ネットワークについては、平成10年度に調査を実施し、平成11年度には、

実施設計を行い、平成12年度からは、その構築に着手する。

( 1 )熊本市情報化基本計画の概要

ア　計画の基本的事項

①　計画の趣旨

近年の情報化の急激な進展に伴う社会変化に的確に対応するため、行政の情報化を基軸とし、地域社会全

体の情報化を計画的・合理的に推進する。

(む　計画の性格

熊本市のこれまでの取り組みや国の指針、情報化をめぐる社会的背景等を踏まえ、本市の情報化施策の基

本的指針を新たに定め、総合的・体系的に示す。

(釘　計画の範囲

熊本市の地域社会全体を視野に置き、市が関わりを持つもののすべてを対象とする。

④　計画の期間

目標年次:平成18年度とする。 (必要に応じ、内容の見直しを行う。)

イ　情幸酎ヒ推進の基本的考え方

①　基本理念 情報化による新たな都市づくりの推進

情報化を有効に活用し、市民を主体とした、中核市にふさわしい新たな都市づくりを推進する。

②　基本目標 新たな都市づくり-の情報化の活用

人間性と機能性に満ちた新たな都市づくりを支援する有効な手段としで情報化を活用する。

活発で高度な情報環境の形成

市民の誰もがタイムリーに、手軽に、質の高い情報を受・発信できる環境を形成する。

情報化による行政運営の高度・効率化

行政課題に的確に対応するため、市内部の情報化を推進し、行政運営の高度・効率化を図る。

③　基本方針 「市民主体のネットワーク社会」の構築

人と人とのふれあいを重視した情報化を推進することにより、やすらぎのある環境のもと、市民の誰もが

平等に生活、仕事、余暇のさまざまな場面でよろこびを実感できる市民主体のネットワーク社会を構築する。

④　情報化へのアプローチ

市民と地域のニーズ及び行政のニーズに基づき、情報化-のアプローチを行う。

⑤　情報化推進の留意事項

安全性、公平性、経済性、実効性、効率性を確認する。

り　取り組みの基本的方向

(丑　市民主体のネットワークの形成

ふれあいネットワーク

やすらぎネットワーク

よろこびネットワーク

市民・地域・事業者・行政間のさまざまな交流活動を支援する。

市民の安全で快適かつ健康な生活を保証する環境づくりを支援する。

市民が生き.がいとよろこびを実感できる生活や活動を支援する。
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(参　市内部の情報化

市民サービスの向上や地域の活性化を念頭に置いた行政運営の高度・~効率化を図る。

(9　情報環境の整備

情報インフラの整備、情報活用のルールやモラルの確立、人材育成、制度・事務手続き等の見直しなど、

情報化を適切に推進するための環境を整備する。

エ　計画の進め方

①　今後の取り組み

・具体的な施策を実施計画で定める。

・地域の情報化推進のため、ネットワークの形成を図り、市は啓発や支援を行う。

・地域の情報化を促進する先導的取り組みとして、市の行政の情報化を推進する。

・情報インフラや教育・啓発・研修体制の整備など、情報化を円滑に進める環境を整備する。

(参　推進体制の整備

・庁内に協議機関を設置し、全庁的な推進体制を整備する。

・国や県、他市町村との協力関係の形成はもとより、市民や事業者との協議機関を設置して協力体制を確立

し、適切な役割分担を図る。

( 2 )行政情報化推進モデル事業

この事業は、庁内に2つの部分的なネットワークを構築し、三役及び各局長等の間で電子メール等を利用し

た、情報伝達の一層の円滑化・効率化を図るとともに、情報企画部内において、より専門的な実験及びデータ

の収集等を行うことを目的としたものである。

事業概要

・庁内ネットワークモデルシステム

電子メールによる情報交換等

・情報企画部内ネットワークモデルシステム

職貞1人1台環境による、電子メールやファイル共有等

運用開始日

平成8年11月1日

(3)インターネットを活用した都市情報発信事業

この事業は、本市の自治体情報や四季折々の熊本城のライブ映像、観光情報、ホットな国際交流情報などを

広く国内外に向けて発信し、 「わたしの提言」という形で、市民を始め、広く国内外から市に対する意見・要

望を受け付けることで、地域の活性化を図るとともに、本市がすすめる市民参加型のまちづくりを側面から支

援することを目的としている。

事業概要

ホームページ開設期日　平成9年1月31日(平成10年3月26日に内容を全面更改)

ホームページアドレス　http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/

システムの構成

サーバ 熊本ケーブルネットワーク㈱内
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クライアント

ネットワーク

(郵政省　自治体ネットワーク施設整備事業の補助対象事業)

市役所内10カ所、大江市民センター1カ所

CATV網を転送速度IOMbpsのデジタル専用線として活用し、熊本ケーブルネッ

トワーク㈱と市役所、大江市民センターをネットワーク化している。

(4)テレトピア推進事業

熊本テレトピア計画は、昭和60年3月、熊本市と益城町の範囲で、地域指定を受けた。

この計画は、熊本情報案内システム、県図書館情報ネットワークシステム、熊本市総合行政情報システム、

テクノポリス技術情報システム、ヒューマンコミュニティネットワークシステムの5つのシステムで構成され

ているが、このうち、本市が関係しているものは、熊本情報案内システム(KINGS)、熊本市総合行政情

報システム及びヒューマンコミュニティネットワークシステム(CATV)である。

ヒューマンコミュニティネットワークシステム

多種多様な情報を提供できる都市型CATVにより、市民生活の利便性の向上等を図っており、推進法人は、

第三セクター熊本ケーブルネットワーク㈱である。

(5)ハイビジョンシティ構想推進事業

本市は、平成2年4月、高度映像都市(ハイビジョン・シティ)モデル都市の指定を受けた。

この構想は、ハイビジョンの特性である高度な映像、ネットワークを生かした都市機能の高次化を実現する

とともに、ハイビジョンを通じた国際交流、さらには市民間のネットワークづくりによる人間味あふれるまち

づくりを実現していく。

ア　ハイビジョン機器導入

熊本市総合女性センター、市庁舎1階ロビー、熊本城、熊本市国際交流会館

イ　ハイビジョンソフト政策

「歴史とロマンの旅・熊本城」 (短縮版・外国語版あり)、 「くまもと水物語」

(6)暮らしと情幸酎ヒ展

最新の情報機器の展示や、情報化の現状と近未来像の提示などにより、市民に情報化の普及啓発を行うもの

で、平成5年度より開催している。

会期　　平成12年11月10日～12日(予定)

会場　　熊本市流通情報会館(予定)

主催　　暮らしと情報化展実行委員会

熊本県、熊本市等9団体で構成

( 7)総合行政情報システム

ア　熊本市電算システム導入基本方針(昭和59年9月27日策定)

(力　導入の目的

コンピューターの持つ、優れた情報処理機能及び高速演算機能をこれらの適用が可能な行政の各分野に有

-44-



効適切に利用することによって、市民サービスの向上、行政事務の簡素・効率化、行政運営の近代化を図る。

(参　システムの概要

(ア)本庁と各市民センター等の出先機関を通信回線により結合するオンラインシステムとして運用するこ

(イ)データベースシステムを基本構造とする。

(ウ)日本語情報処理システムを採用する。

(9　利用の方向

(ア)当面の目標

住民基本台帳及び印鑑登録証明事務の電算化(-住民記録システム)を中心とする自本語オンラインデー

タベースシステムの構築

(イ)将来の目標

住民情報オンラインデータベースシステム、内部情報オンラインデータベースシステム、地域情報オン

ラインデータベースシステム、及びこれらのシステムを有機的に結合することによって機能する計画情報

オンラインデータベースシステムにより構成される「熊本市総合行政情報システム」の構築を目指す。

(ウ)運用の基本

電算システムの運用に係るデータ保護については、ハードウェア、ソフトウェアを含む多方面にわたっ

て、実効性の高い所要の措置を講じるとともに、個人情報の外部漏洩等によって、市民のプライバシーが

不当に侵害されることのないように十分配慮する。

イ　個人情報の保護・セキュリティ対策

(丑　条例の制定

「熊本市電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に対する条例」により、市民のプライバシー保護のた

め必要な基本的事項を定めるとともに、市長の附属機関としての個人情報保護審議会を設置する。

②　運用管理面の対策

「熊本市電子計算組織管理運営要綱」及び「熊本市電子計算処理に係るデータ保護管理要綱」に基づき電

子計算組織の運用管理面を充実させることにより、組織の安全性及び信頼性を向上させ個人情報の保護を図

る。

(9　設備面の対策

電算システム及びデータ保管室等を自然災害(火災、地震等)又はデータ-の不正行為(破壊、改ざん等)

などのあらゆる危険から物理的に隔離し、もって個人情報の保護を図る。

④　技術面の対策

電子計算組織の安全性及び信頼性の向上をハードウェア及びソフトフェア両面から確保することにより個

人情報の保護を図る。
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ウ　電算システム適用業務と開始年度

年 度 区 分 年 度 区 分

昭和60年度 住民記録 . 昭和63年度 母子医療事務
交通災害共済 保育所管理
国民健康保険.( 1次 ) 老人福祉事務

障害福祉事務
生活保護
下水道受益者負担金

昭和61年度 行政基本
人事 (1 次)
給与 (1 次 )
国民年金 平成元年度 財務会計
下水道水洗化貸付金償還 起債管理
選挙事務 国民健康保険 ( 2 次)
児童手当 乳児医療
学校教育 老人医療
印鑑登録 予算編成

昭和62年度 人事 (2 次 ) 平成 2 年度 土木設計積算
給与 (2 次) 決算統計
軽 自動車税 合併に伴うシステム移行
中小企業勤労者福祉共済
下水道使用料
市 .県民税
税収納管理
市営住宅管理

(30業務)

平成 3 年度 合併に伴う.システム移行
(4業務)

平成 7 年度 特別土地保有税システム
貸付統合 固定資産税 (2 次)
法人市民税
国定資産税 ( 1次)

給与ョiX

平成 8 年度 母子寡婦福祉資金貸付

平成10年度 下水道捻合 (2 次)

平成11年度 介護保険システム (一部)

工　開発の状況

平成12年度-一・一システム開発事前検討

・住民基本台帳ネットワークシステム

・市税総合システム

・財務会計システム

オ　電算システム機器の構成

(ア)中央処理装置

主(内部)記憶容量

(イ)補助(外部)記憶装置

磁気ディスク装置

磁気テープ装置

G S8300/10+G S8300/10 (デュプレックスシステム)

GS8300/10G　市民課業務バックアップシステム)

A系(住民情報系) 256MB C系(市民課系) 128MB

B系(内部情報系) 256MB

140GB　　※1GB-10億バイト(1バイト-1文字)

4台

カートリッジ式磁気テープ装置　2台(8デッキ)

(ウ)入出力装置

本体系フロッピィディスク装置　1台

本体系プリンター装置　　　　　4台

端末装置　　　　　　　　　　　377台

端末系プリンター装置　　　　　244台
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10　情報公開・個人情報保護・統計

(1)情報公開制度

熊本市情報公開条例は、平成10年10月1日に施行され、平成11年10月1日からは、議会が実施機関に加わった。

ア　日的

本市が保有する文書等を開示(閲覧及び複写)請求する権利について定めることにより、市政運営の公開性

の向上を図るとともに、本市の諸活動を市民に説明する責務(アカウンタビリティー)が全うされるようにし、

地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする。

なお、 「知る権利」については、条例前文で明記している。

イ　実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営

企業管理者、消防長及び議会

り　開示請求の対象となる文書等

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等(電磁的媒体を含む)であって、当該実施機関の職員

が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものは、原則として開示請求の対象としている。

工　文書等の開示を請求できるもの

市内に住所を有する個人及び法人等のみならず、市内に勤務し、又は在学している者のほか、市政に利害関

係を有するもの(当該利害関係に係る情幸酎こ限る)も対象としている。

(2)平成11年度情報公開制度の実施状況(平成11年4月1日～平成12年3月31日)

(丑　開示請求件数及びその処理状況

文書等の開示請求の件数及びその処理状況
(単位　件)

閤 件

空
洞
求 数

処 .理 状 況

開 決

示 定

部 決
分
開
示 定

請 求 拒 否 決 .定

rV rtt

取 下

り げ

検討 中

不 開示
存 否

不 回答
不存 在 そ の他 計

64 13 45 2 0 4 0 6 64 一0 1

〔備考〕 1 1件の開示請求に対し、複数の決定がなされる場合があるため、開示請求件数と処理件数と

は、必ずしも一致しない。

2　部分開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定をし、その他の部

分について開示の決定をしたも_のをいう。

3　存否不回答とは、条例第9条の規定により請求拒否の決定をしたものをいう。

4　その他とは、条例が適用されない文書等に対する請求等その他の理由により、請求拒否の決

定をしたものをいう。
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②　開示請求者の内訳 (単位　件)

開 示 請 求 者 の 区 分
開示 請求

件 数

本 市の 区域 内 に住所 を有 する者 21

本 市の 区域 内 に事務所 又 は事業所 を有 す る個 人及 び法 人その他 の団体 43

本 市 の区域 内 に存 す る事務 所又 は事業所 に勤務 す る者 0

本市 の区域 内 に存 す る学校 に在学す る者 0

実施機 関が行 う事務 事業 に利害 関係 を有す る と認 め られ る もの 0

合 計 64

(診　不服申立ての件数及びその処理状況

不 服 申 立 て 件 数

処 理 状 況

決定済 裁決済
審査会で
審 議 中

実施機関
で検討中

取下げ

10年度から
の 継 続

異議申立て 7 7 / 0 0 0

審査請求 0 0 0 0 0

11 年 度
申 立 て

異議申立て 6 0 / 4 0 2

審査請求 0 / 0 0 0 0

合 計 13 7 0 4 0 2

( 3 )新たな個人情報保護制度化の取組み

市民の個人情報保護等のため、平成11年度に民間有識者等による検討委員会を設置し、電子計算組織で処

理される個人情報だけでなく、手作業処理される個人情報も対象とした総合的な個人情報保護制度について

平成12年度も継続して検討を進めており、検討委員会の答申を得て、制度の確立に取り組む。

(4)統計

ア　指定統計調査の実施

統計法で指定されている各種統計調査を実施する。

(主な指定統計調査)

(丑　国勢調査(総務庁) 5年毎

日本に居住するすべての日本人、外国人を対象に人口・世帯・就業構造等の実態を明らかにし、行政施

策の基礎資料とする。

②　事業所・企業統計調査(総務庁) 5年毎

事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本構造を明らかにするとともに、各種統計調査実施のための

事業所及び企業の名簿を作成し、提供する。

(診　住宅・土地統計調査(総務庁) 5年毎

住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住屈・以外の住宅及び土地の保有状況その他

の住宅等に居住している世帯に関する実態を明らかにして、その状況と推移を地域別に明らかにする。
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④　就業構造統計調査(総務庁) 5年毎

国民の就業・・不就業の実態に関する基本的構造を地域別に明らかにする。

(9　工業統計調査(通産省)毎年

製造業に属する事業所について、生産要素、生産活動成果などを業種別、地域別に調査して工業の実態

を明らかにする。

⑥　商業統計調査(通産省) 5年毎

商店を漏れなく調査して、商店分布状況や販売活動の実態及び商店の流通状況を明らかにする。

⑦　農林業センサス(農水省) 5年毎

農林業における生産、就業等に関する基本構造の実態の変化を明らかにする。

イ　統計刊行物の発行

指定統計調査結果を速やかに<k表し、諸施策の基本資料とするために各種の統計調査結果報告書を作成

し、庁内、庁外に配布する。

また、市独自に統計書、市勢要覧等を作成する。

(統計調査結果報告書)

(∋　熊本市の人口(国勢調査結果)

(参　熊本市の事業所・企業(事業所・企業統計調査結果報告書)

(彰　熊本市の商業(商業統計調査結果報告書)

(り　熊本市の工業(工業統計調査結果報告書)

(9　熊本市の農業(農業センサス結果報告書)

(市独自の統計刊行物)

(彰　熊本市統計書　　　　　　　400部作成

②　熊本市勢要覧　　　　　　950部作成

(診　グラフでみるくまもと　10,000部作成

④　熊本市の市民所得　　　　　250部作成

(9　統計くまもと　　　　300部×2回作成

り　行政資料室の運営

本市及び行政機関、その他公共団体及び公共的団体が発行した刊行物で、その内容が市政に関連がある

ものを収集し、市民及び市職員、他の官公庁職員等に対して閲覧、貸出及び複写に供している。

また、平成10年度から、パソコンを導入し、資料の検索を実施している。

当資料室は、昭和56年11月の新庁舎落成に伴い開設した。

行政資料室利用状況

年 度 利 用 者 数 利 用 冊 数 蔵 書 数

9 1,04 3 1 ,2 5 7 ll ,09 7

10 1,18 7 1 ,6 74 ll ,8 0 8

l l 1,04 4 1 ,3 1 7 13 ,76 7
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11総　合　防　災

1　地域防災計画

本市は九州中部にあって、梅雨期には多量の降雨があり、主に昭和28年の白川大水害など、洪水被害が繰り返

されてきたところである。

このため、本市の地域防災計画は、これらの災害を想定し、同規模の災害に対し、迅速な対応を行うための防

災無線の整備などを含めた「予防計画」、被災者に対する援護を行う「応急対策計画」、市民生活安定のための

「復旧復興計画」により構成されている。また、平成7年の阪神・淡路大震災の後には、本市に位置する布田川

断層帯、立田山断層についての想定被害の調査を行い、その結果に基づき、震災対策の充実を図っている。

さらに、近年の土砂災害や都市型水害による地下施設の浸水など新たな形態の災害や、台風による高潮災害な

どに対応するため、防災活動体制の充実や避難対策等を含めた地域防災計画の見直しを行っている。

2　防災訓練

風水害、震災-の対応訓練として、防災関係機関との連携、ボランティア参加を取り入れた、災害時の被害軽

減と被災時の迅速な復旧対応を目的にした総合防災訓練を実施している。

く平成11年度実績)

平成11年6月3日　　訓練参加者1,800人

3　防災知識の普及・啓発

「自らの身の安全は自らが守る」という防災思想の普及・啓発を図るため、以下の事業を実施している。

(1)総合防災展

8月30日から9月5日の防災週間に合わせ、防災関係機関の協力を得て、パネルや機器の展示を行っている。

く平成11年度実績)

8月21日(土) -22日(日)辛島公園

(2)市民防災教室

防災知識の普及・啓発と、地域の防災活動のリーダーを育成するため、防災全般についての講座を開催して

いる。

く平成11年度実績)

第4回(11年度)受講者数　　91人

(3)防災とボランティア展

1月15日から21日の防災とボランティア週間に合わせ、災害時にボランティア活動や自主的な防災活動の普

及のため、炊き出しや救急救護法の講習などを行っている。

(平成11年度実績)

1月18日～23日　　市庁舎正面玄関及び1階
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4　情報の収集伝達

(1)防災行政無線の整備

災害情報の収集伝達を迅速に行うために、車載型62局、携帯型91局の移動系無線を配置している。

(2)同報無線

洪水、土砂災害、地震、津波等の災害に対して、避難を喚起するなどの緊急情報を住民に伝達するために、

各地区向けに屋外局(子局) 83ヶ所に琴置している。また、金峰山麓に位置する河内給合支所管内の住宅など

に戸別受信機を2,249台配置している。

(3)テレメータ系

坪井川、井芹川などの雨量、水位情報を収集するとともに、付近住民への情報伝達のため、警報局を7ヶ所

設置している。

なお、白川、加勢川については、建設省や県を通じで情報を収集している。

5　防災倉庫の設置

近隣公園8ヶ所に鉄筋コンクリート造りの防災倉庫を設置するとともに各総合支所や市民センターに備蓄倉庫

を設置し、非常食糧18万食、水の缶詰(350ml) 3万本、生活物資をはじめ、非常用発電機や筒易トイレなどを

備蓄している。

また、災害発生時の飲料水や防火用水に使用するために、防災倉庫と併せて耐震性貯水槽(100トン)を設置

している。

防災倉庫・耐震性貯水槽設置箇所

・楠中央公園

・渡鹿公園

・錦ケ丘公園

・秋津中央公園

・八王寺中央公園

・蓮台寺公園

・白川公園

・平成中央公園

6　応援要請等

大規模な災害発生時に、市単独で対応が困難である場合に備え、各自治体や各関係機関との連携を図っている。

(1)災害時相互応援協定

自治体相互の協力に関する協定を締結し、応援を要請することとしている。

応援協定

・九州九都市災害時相互応援協定(平成7年12月28日締結)

・尼崎市との災害時相互応援協定(平成8年8月1日締結)

・福井市との災害時相互応援協定(平成9年11月21日締結)
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・熊本県11市災害時相互応援協定(平成10年4月15日締結)

・中核市との災害時相互応援協定(平成11年5月19日締結)

(2)防災関係機関連絡協議会

自衛隊、警察、九州電力などの防災関係26機関により、平成8年11月に設置した。防災訓練や防災展などの

各種行事を通じての連携強化、災害時の迅速な情報収集活動。応急活動などを目的としている。

12　国　際　交　流

本市は中華人民共和国・桂林市、アメリカ合衆国・サンアントニオ市、ドイツ連邦共和国・ハイデルベルク市

と友好姉妹都市の盟約を結んで以来、それぞれの都市と特色ある事業を活発に展開すると同時に、世界中の各都

市と経済、文化、芸術、スポーツなどさまざまな分野で活発な交流を進めている。

また、熊本市国際交流会館では、財団法人熊本市国際交流振興事業団を中心に市民の国際化を更に促進すると

ともに外国人へのサービスの充実に努めている。

このような中、平成10年度には、熊本市が国際化に対応していくための指針として、 「熊本市国際化指針」を

策定し、世界に開かれた国際都市づくりをめざして、市民参加のもと、諸外国との多様な交流をさらに推進する

ための取組みを行っている。

(1 )桂林市(中華人民共和国)

熊本市と桂林市は、昭和54年10月1日の友好都市締結以来、長期的視野に立って両市間の経済・科学技術・都

市建設・教育・文化・観光・衛生等の各分野において交流と協力を促進し、両市市民の相互理解と友好親善を深

めるため、積極的に交流事業を展開している。

提携までの経経とその後の経過

昭和54年7月、中国桂林市-友好都市締結についての事務協議のため先遣団を派遣。同年10月1日、梁成業桂

林市革命委員会主任を団長とする桂林市友好訪問団一行20名を熊本市に迎え、市議会の承認を得て、市制90周年

記念式典と機を一にして友好都市の調印式を執り行った。

以来、両市は幅広い分野において活発に交流事業を展開し、昭和59年には友好都市締結5周年を記念して熊本

市産業展を開催し、昭和63年には農業技術展覧会を、そして平成4年には日本及び熊本の生活文化を広く紹介す

る生活文化展を桂林市で開催し桂林市をはじめ中国全土から大きな反響を呼び、両市両国の相互理解を大きく促

進させた。

また平成2年には桂林市に熊本・桂林友誼館が、平成4年には熊本市嘩旨本・桂林友誼亭が完成し、それぞれ

両市友好のシンボルとして市民に親しまれている。

平成11年、両市は記念すべき友好都市締結20周年を迎え、両市友好交流の歴史を改めて振り返るとともにこれ

までの交流の実績を礎とし、来たる21世紀を見据えた中長期的な展望に立った友好交流を推進していくため、桂

林市において両市長の間で21世紀に向けた両市の友好協力関係発展のための共同声明書に調印を行った。

最近の主な交流

平成11年7月　　桂林市友好代表団(党書記)の受入

',　　第19回熊本市高校生桂林市友好訪問団の派遣
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8月　　熊本市留学生を桂林市の広西師範大学へ派遣

10月　　桂林市民族楽器演奏団の受入

・'　　桂林市友好代表団(市大代主任)の受入

11月　　熊本市文化交流団の派遣

・'　　熊本市友好代表団の派遣

・y　　熊本市議会友好代表団の派遣

・'　　第18回熊本市民友好の翼(訪中)の派遣

〃　　熊本・桂林両市市民及び児童合同美術作品展の開催

平成12年3月　　熊本市環境・経済協議団の派遣

桂林市の概要

桂林市は、中国南西部、広西壮(チワン)族自治区の東北部に位置する長い歴史を持った風光明嫡な都市で、

市内には澄みきった水がゆったりと流れる清江沿いに、水墨の山水画にみられるような脊峰、奇岩(象鼻山・独

秀峰、畳彩山・歪笛岩などと名付けられている)がそそり立ち、 「桂林山水は天下に甲たり」と古くから称され

るすばらしい景観を呈している。

また、桂林の「桂」はキンモクセイの意で、街の至る所にキンモクセイの街路樹が植えられていて、花の咲く

秋の季節には街中がその香りに包まれる。

桂林市は1998年10月、市・地区合併により市域が大幅に拡大され、人口約480万人、面積約27,800k刺こなった。

そこに住む人々の大多数は漢民族であるが、壮(チワン)族をはじめ回・苗・穏・個族など多くの少数民族が生

活している。

気候は亜熱帯気候に属し、年間の平均降雨量は1,700mm、平均気温19℃と温和で、古くから広西の政治、文化

の中心として栄えてきたところである。

(2)サンアントニオ市(アメリカ合衆国)

提携までの経経とその後の経過

国際化が進展する中、 21世紀を目指した街づくりに取り組んでいる本市は、更に本市の国際交流を推進するた

め、市制施行100周年を控えた昭和62年、我が国と最も緊密な関係にある米国との姉妹都市締結実現に向け、市

議会、市民各界各層の協力を得ながら諸準備を開始した。

同年7月、本市の姉妹都市として相応しい米国の複数の都市へ姉妹都市調査団を派遣し、テキサス州にある93

万の人口とアラモの砦に象徴される歴史、さらにリバーウオークにみられる水と緑の美しい環境を擁しハイテク

産業を核とした新たな経済発展に取り組むサンアントニオ市が、本市ともっとも共通点を有する都市として注目

を集めた。

この調査報告を踏まえ、両市代表団が相互に訪問を行い具体的協議を重ねた後、同年12月28日、サンアントニ

オ市長を本市に迎え、姉妹都市締結の調印式を執り行った。以来、教育、文化、経済、医療など幅広い分野にお

いて活発な交流が続いており、最近では国産プロペラ飛行機愛好者の会や、熊本走ろう会、熊本市医師会はじめ

として、民間による国際交流が活発に行われている。

最近の主な交流
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平成11年4月　　熊本市職員の派遣

5月　　熊本市医師・看護婦派遣

・y　　熊本市ペルー移住百周年記念祝典参加訪問団派逮

・/　　サンアントニオ市留学生の受入(高校生)

7月　　英語教員の海外研修派遣

8月　　熊本市留学生のサンアントニオ市への派遣(大学生・高校生)

9月　　サンアントニオ市留学生の受入(大学生・高校生)

10月　　サンアントニオ市国際関係部職貞受入

11月　　熊本市職員を滞在型海外研修のため派遣

平成12年2月　　熊本市職員を滞在型海外研修のため派遣

サンアントニオ市の概要

1718年に誕生し人口106万を擁する全米第8位の都市サンアントニオ市は、アメリカ合衆国テキサス州南西部

に位置する。 1982年にはレーガン大統領から、 「オールアメリカンシティ」の称号を与えられている。

サンアントニオ市は、年間観光客数1千万人以上を誇る全米有数の国際観光都市であり、特に有名なのは、テ

キサス独立戦争の際の激戦地「アラモの砦」である。また、市内中心部には、サンアントニオ川が流れ、水辺の

散歩道「リバーウオーク」は、緑と治水をみごとに調和させた都市計画の一例として世界の都市づくりの模範例

となっている。また、約7haの敷地に2万5千人収容できるヘンリーゴンザレスコンベンションセンターを持

ち、平成5年5月には、約6万5千席備えた多目的スポーツ施設、アラモドームがオープンするなど、国際コン

ベンションシティとしても着実な発展をとげている。

(3)ハイデルベルク市(ドイツ連邦共和国)

提携までの経緯とその後の経過

昭和39年、当時の石坂繁熊本市長が訪独の際、ハイデルベルク市を訪れたのが公式訪問の始まりである。その

後昭和53年、熊本市議会訪欧団がハイデルベルク市を訪問、また、同市で開催された「お城フェスティバル」へ

本市文化交流団53名が参加するなど、両市の友好交流は積極的に展開された。

続いて、ラインホルト・ツンデル市長の来熊、両市市旗の交換、熊本市民によるミュージカル「アルト・ハイ

デルベルク」の公演や同市の日本週間-の代表団及び民間交流団体の参加、平成元年の市制施行100周年記念式

典並びに翌2年の水資源国際会議等には、市長をはじめ市議会議員が来熊するなど両市の友好は更に深まった。

そして平成4年5月19日、平和と環境に対する共通の責任の認識のもとに、ハイデルベルク市において両市は

友好都市締結を行った。また、 9月にはヴェ-バー市長をはじめとする代表団が本市を訪問し、改めて調印式を

執り行った。その後、熊本市民友好の翼の派遣をはじめとする市民レベルでの交流や、サッカーやバスケットボー

ルなどのスポーツあるいはホームステイを通した両市青少年の交流が実施されている。また、本市からの寄付金

を元にハイデルベルク市に設置された国際交流基金が適切に管理運用される中、医師、看護婦の相互派遣など、

医療交流が活発化してし去る他、同市で過去2回にわたり開催された地球温暖化防止に関する国際会議-本市が参

加するなど環境分野での交流も進展しつつある。

最近の主な交流
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平成11年5月　　ハイデルベルク市教職員の受入

・'　　熊本市看護婦の派遣

8月　　ハイデルベルク市青少年訪問団の受入

',　　インターナショナル　サマー　サイエンス　スクールへの学生派逮

9月　　熊本市医師の派遣

10月　　熊本市医師の派遣

11月　　ハイデルベルク市友好代表団の受入

ハイデルベルク市スポーツシンポジウム参加団の派遣

平成12年3月　　「熊本ウイーク」調査協議団の派遣

ハイデルベルク市の概要

ハイデルベルク市は、人口約13万9千人の都市で、ネッカー河がオーデンの森からライン平野へ流れ出る地点

にあり、標高116m、温和な気候に恵まれている。 500年間プフアルツ侯の宮殿であった古城のふもとのロマンチッ

クな町であり、ドイツで最も美しい町のひとつと言われる。ドイツ最古の大学を通じて町には知的な雰囲気がた

だよい、浪漫派の芸術家を魅了した古い町と川と森と古城のおりなす美しい調和は、今なおすこしのかわりもな

OB

市内の名所ハイデルベルク城は、旧市街アルトシュタットの狭い路地、絵のような美しい屋根の波の上に堂々

と奪え、城を訪れる人は、歩く度に多様な城の歴史を見ることができる。また、ハイデルベルク大学はドイツ最

古の大学であり、その歴史は過去600年の政治・人文科学の変遷をうつす鏡である。産業としては、ハイテク産

業、バイオ研究が盛んである。市内には、ハイデルベルク城や大学のほか、アルテブリュッケ(古い橋)、聖霊

教会など多くの観光名所があり、年間約350万人もの観光客が訪れている。

( 4 )熊本市国際交流会飼

地方の国際化が急速に進展するなか、本市は来るべき2 1世紀-向けて世界に開かれた国際都市"くまもと"

の実現に積極的に取り組んでいる。そのようなことから、市民と外国人がふれあう国際交流の場として、また国

際情報提供の拠点として平成6年9月、熊本市国際交流会館を建設した。

同会鋸では、 2階交流ラウンジにおいて、国内外の新聞、雑誌、図書、ビデオ、インターネットによる情報サー

ビス、外国語による相談などを行っている。また、熊本市により設立された㈱熊本市国際交流振興事業団により、

異文化理解講座や市民と在熊外国人の交流会などの交流事業が積極的に展開されている。

また、ホール、会議室は交流団体等の会合に頻繁に利用され、更なる市民の国際化に向け着実な実績を上げて

おり、今後も市民と外国人の交流拠点として同会館の重要性は増すものと予想される。

設置主体　　熊本市

所在地　　花畑町4番8号

構　　造　　鉄筋鉄骨コンクリート地上7階、地下2階建

面　積　敷地面積1,656m2　延床面積　8,439m2

工　　期　　平成4年7月～平成6年7月

開　　館　　平成6年9月1日

建設費　　4,090,000千円
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主要施設 ロビー、通訳ブース

ホール(230人)

5 F　　大広間(A) (B)、茶道室、和室、小会議室(洋) (和)

4F　　レストラン、第1会議室、第2会議室

3F　　国際会議室、研修室(1) (2) (3)

2 F　　交流ラウンジ、姉妹都市コーナー、事務室

1F　　エントランスホール、会館事務室

BI F　駐車場、駐輪場、防災センター

B2F　トレーニング室、機械室

会館利用状況 (平成11年度)

ホ ー ル ( 1 件 = 1 催物 ) 研 修 室

会 議 室集 式 ,s-=

莱

演 日 請 シ そ

の 計
会 劇 舞 冒 ン

* 大 広 間

大 洋
請 ジ

ユ
和 室

演 演 I
他

等 1 2 室
会 典 会 lH...

コ言
舞 会 ム

40件 46件 7 件 2 件 118件 6 件 31件 250件 5,596件

13　国　内　交　流

福井市

提携までの経緯とその後の経過

福井市と熊本市とは、ともに城下町として栄え、第12代細川藩主斉護公の娘勇姫が第16代越前福井藩主松平

慶永(春森)公に輿入れしたり、郷土の先哲横井小楠が福井藩の藩政改革にあたるなど、深い歴史的縁がある.

また、福井市は織物王国といわれるほど繊維産業が集積しており、ファッションタウンの形成を目指してい

るとともに、テクノポリスや国際コンベンションシティの指定を受けているなど、産業振興の面からも共通点

を有している。

このような理由により、平成6年11月16日、熊本市において姉妹都市盟約書調印式を行った。

その後、平成7年2月17日には、福井市において盟約書の精神に基づく幅広い交流の促進を再確認する姉妹

都市に関する覚書調印式を行った。

この姉妹都市提携を機に、両市の中央郵便局、ケーブルテレビ、 NTT、商工会議所、青年会議所がそれぞ

れ姉妹提携を結んだほか、青少年交流、文化交流、各種団体交流など、市民レベルでの活発な交流が行われて

SM

最近の主な交流

平成11年4月　　「ふくい春まつり越前時代行列」に参加

・,　　熊本市高校野球福井市親善訪問団の派遣
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7月　　熊本市民訪問団の派遣

・'　　熊本市議会友好訪問団の派遣

・'　　熊本市小学生交流訪問団の派遣

・'　「ふくいフェニックスまうり」に熊本市より参加

8月　　福井市民訪問団の受入

・y　　福井市議会友好訪問団の受入

・'　　福井市小学生交流訪問団の受入

・'　　「火の国まつり」に福井市より参加

10月　　福井市-の赤カンガルーの贈呈

福井市の概要

福井市は、九頭竜、足羽、日野の三大河川の扇状地である福井平野に発達した、人口25万4千人余、面積

340.60Wの地方中枢都市である。

古くは北陸道の要衝として、中世以降は城下町として栄え、天正元年に消失した朝倉氏の居城は国の特別史

跡に指定されている。幕末当時の藩主は、名君の誉れ高い松平慶永(春森)公で、橋本左内、由利公正などの

多くの人材を輩出した。また、慶永公は産業振興事業として織物を採り入れ、織物王国福井の礎を築いた。

明治22年に市制がしかれた際に福井市となり、熊本市と同じく平成11年に市制110周年を迎えた。

昭和23年に福井大地震に見舞われ、市街地は廃櫨と化したが、その後奇跡的な復興を遂げ、不死鳥福井と称

されている。

近年では、テクノポリスの指定を受け、テクノパーク福井などの整備により、繊維産業のみならず、電気、

機械等の集積も高まっている。また、国定公園越前海岸や史跡、文化財などの多くの観光資源を生かしたコン

ベンションの推進にも力を入れており、国際コンベンションシティの指定を受けている?

区画整理や都市計画道路など、都市基盤の整備も着々と進んでおり、歴史と近代的なまちづくりが見事に調

和した北陸の雄都である。

14　文　化~　振　興

心の豊かさを求める市民のニーズの高まりを背景に、市民の文化活動も活発化し、一層多様化の傾向にある。

そのような中、本市はすべての市民が幸せを実感できるまちづくりの一つの条件として美しいものに感動できる

「豊かな感性を育むまちづくり」を掲げ、伝統と風土に根ざした創造性豊かな市民文化の振興に積極的に取り組

んでいる。

本年は第5回「草枕」全国俳句大会、第6回全国邦楽コンクールなどの事業を「くまもとお城まつり」の一環

として引き続き開催するとともに、 「66万市民総郷土史家運動」 「飛鳥童の世界熊本展」を開催し、歴史文化・環

境文化の振興に取り組む。又、ドイツ、ハイデルベルク市で、 「熊本写真パネル展」を行う予定である。

このほか、市民と行政が一体となった文化的質の高い総合行政の推進を目指すとともに、行政内部の文化化に

も取り組んでいる。
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(1)人づくり基金制度(平成3年度から実施)

目　　的　　将来にわたって「豊かな自然と文明の調和」をめざし、 「安全と活力に満ちた熊本市」をつ

くるための、創造性豊かな人材を育成する。

基金の額　　576,678,092円

年 度 3 ～ 5 6 7 8 9 1 0 ll 累計

援 助件数 64 13 10 ll . 7 9 9 123

援助金額 (千 円 ) 7 7 ,20 0 19 ,60 0 ll ,6 00 15 ,50 0 6 ,00 0 5 ,50 0 7 ,50 0 14 2 ,90 0

(2)市民の文化の振興

ア　熊本県文化協会への助成

事業内容　県内の文化関係の諸団体ならびに諸機関等の相互の連絡調整をはかり、文化の育成発展に寄与

することを目的に文化事業の主催ならびに後援、県内各種文化団体ならびに文化機関の相互の連

絡調整と情報交換、県外文化団体ならびに文化機関との交流、その他文化の育成発展に必要な事

業を行っている。

加盟団体　344団体

事業予算　73,762千円(平成12年度)

助成金額13,500千円(平成12年度)

イ　市民美術展の開催

日　　的　熊本市民の芸術文化の奨励と普及を図り、文化の香り豊かな魅力ある熊本市を形成していくた

め開催する。また、応募者全員の作品を展示するアンデパンダン展方式を採用している。

会　　期　平成12年11月1日～11月5日

会　　場　熊本県立美術館本館

年度 7 8 9 10 ll

応募点数 40 5 30 9 547 540 525

部　　門　洋画・日本画・版画・彫刻・写真・書

り　平成12年度文化事業

・ 「全国邦楽コンクール」　平成12年10月22日

世界に誇る伝統音楽である邦楽を継承・発展させるために全国の才能ある邦楽演奏家を発掘し、育成の

契機をつくるとともに新しい時代の邦楽の進展に寄与し、 「くまもとお城まつり」を通して熊本の魅力を

全国に向けて発信する。

・ 「草枕」全国俳句大会　平成12年10月29日

平成8年に夏目淑石来熊記念事業として創設した俳句大会を9年度より「くまもとお城まつり」行事の

一環として開催。

激石顕彰と共に本年生誕100年を迎える熊本市名誉市民の中村汀女の顕彰大会として位置づけ、 「熊本と

俳句」を全国に発信する。

( 3 )財団法人熊本市美術文化振興財団

美術を中心とした芸術文化の発展と振興に貢献する目的で、平成6年に設立された。

熊本市の所蔵する作品の管理を中心に、郷土ゆかりの美術家等を顕彰し、調査・研究を行っている。
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・熊本市所蔵作品巡回展

地域に密着したコミュニティ施設等で開催することで、多くの市民に市の所蔵作品を紹介する。

会期及び会場　　平成12年7月25日～ 7月30日

8月16日～8月20日

11月2日～11月5日

11月7日～11月12日

11月14日～11月19日

子ども文化会館

花園市民センター

健軍文化ホール

飽田公民館

食品交流会館

15　熊本市美術館の建設

熊本市美術館は、広く市民に開かれ、市民に親しまれる美術館、子供たちにとっても心と感性を豊かに育むこ

とのできる美術館、また、世界に向けて発信できる美術館をめざし、平成14年秋以降の開館に向け建設を進めてい

る。

市街地再開発事業の一つとして、上通A地区(熊本市上通町)に敷地面積約9,000m、延床面積約56,200mの市

街地再開発ビルを建設し、安全、快適で合理的な土地利用と魅力的でしかも利便性の高い都市環境を創造しようと

している。熊本市美術館は、その市街地再開発ビル内の3階、 4階の一部に建設を進めている。

美術館面積　　約7,000m2

美術館内設置予定の主な施設　展示室・創作室・図書室・多目的ホール等

16　職　員　研　修

(1)研修受講人員
(平成11年度)

区 分 研 修 セ ンター研修 自主研 修 派 遣研 修 職場研修 合 計

延 人員 1,342 60 72 3 ,356 4 ,830
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(2)研修センター研修

m ^ m w^ m a 対 象 回数 人員 H ォ 実施時期 rV

ア

特

別

研

修

賢 第 I 部

法

所属長指名職員 及 回 人 日 月 地方 自治体固有の行政運営展 開に欠かせ

び 所 属 長 1 47 0 .5 5 ない政策法務 の理論 と手法の修得0

務
雷 第 Ⅱ 部 所 属 長 指 名 職 員 1 23 1 .5 5

職 員 講 演 会 全 職 員 1 200 0 .5 2
社会 .経済情勢等の変化 に対応 で きる能

力 の養成0

イ

V

-」

研

修

新 規 採 用 職 員 研 修

一 般 行 政 職
1 47 15 4 公務員 .組織 人としての心構 え、基本 的

及 び 業 務 職 態度を修得 し、さらに熊本市職員 として

の基礎知識の習得0 また、市民の立場 で保 健婦 . 看 護 婦
1 18 12 5

薬 剤 師 .助 産 婦 考 え、サービス提供がで きる職員の育成0

新規採用職員フォロー研修 新 規 採 用 職 員 2 65 4 10
半年間の実務経験 を振 り返 り、仕事へ の

モチベ ーションを高める0

事務 員 . 技 術 員 研 修
初 級 職 採 用

3 年 目 の 職 員
1 29 3 1 実務遂行能力の向上。

業 務 職 員 研 修
採用後15年 目の業

1 40 o 8
職場の中堅 としての役割や責任 を考 え、

務 職 員 業務遂行 の意欲 向上 を図る0

吏 員 研 修 第 I 部
吏員昇 任後2年 目

の 主 事 . 技 師
2 95 2 6 事務改善 のためのスキルを修得す る0

吏 員 研 修 第 Ⅱ 部
吏員昇 任後 7年 目

の 主 事 . 技 師
4 147 4 7,8 , 10

問題解決 能力の向上 を図 り、活力 に満 ち

た職場作 りに貢献す ることが できるリー

ダー的な職員 を育成す る0

作 業 長 . 主 任 研 修
作 業 長 . 主 任

1 24 1 8
現場の責任者及び指導者に必 要な知識及

昇 任 者 び技能を深め る0

係 長 研 修 第 I 部 係 長 級 昇 任 者 3 137 4 6, 7, ll
監督者 として、業務遂行に必 要な知識 .

技能 を習得 させる0

課 長補佐 研 修 第 I 部 課長補佐級昇任 者 2 72 0 5

「目標による管理」 の考え方 を理解 させ

る去業務 の 目的 . 目標 、評価 尺度を設定

で きるスキルを修得す る0

課 長 研 修 第 I 部 課 長 級 昇 任 者 1 37 3 5

課長 としての ミッシ ョンを認識 し、組織

内外の環境変化に対応で きる組織づ くり

の手法を修得す る0

ウ

実

務

研

修

行 政 法 研 修 全 職 員 1 23 5 2,3 自治体職員の法務能力 の向上 を図る0

民 法 研 修 全 職 員 1 18 7 ll, 12 民法 について基本的な理解 を深める0

パ ソ コ ン 研 修 全 職 員 21 300 1 4 ,5 ,12- 3 パ ソコンの基本的操作法 を修 得する0

接 遇 研 修 全 職 員 o 66 2 o
市民相談 における基本的な応対の心構え .

業務知識 .接遇スキルを習得する。

ユ.

内
部
請
節
秦
成
研
修

吏 員 研 修 講 師 養 成

公 務 員 倫 理 研 修

接 遇 研 修 講 師 養 成

吏員研修 内部講 師

課 長補 佐 級 職 員

接 遇 研 修 講 師

2

1

1

16

23

3

1

1

6

6

1

ll, 12

吏員研修講師 として必要 な基礎的研修理

論の修得 と指導技術 の向上 を図る0

各職場における公務員倫理意識の維持 高

揚 を図る0 .

新規採用職員 に対 して行 う接遇研修 の指

導者 として必要 な知識 .技能態度の修得

及び能力の向上 を図る0
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(3)自主研修

研 修 名 研 修 名 回数 人員 実施時期 内 . 容

通 信 教 育 全 職 員
回 人

41

月

4～3
"自ら学ぶ姿勢" を持つ意欲ある職員を援助す

ることにより、自己啓発の促進を図る0

中 国 語 研 修 全 . 職 員 1 6
10月から 国際的な広い視野と識見を備えるために、その

6 カ月間 基礎となる語学能力を養う0

ドイツ語 研修 全 職 員 1 13
11月から

5 カ月間
同上

職 員 研 修 誌 全 職 員 2 - 8 , 3

時代に適応した記事を掲載し、全職員への自己

啓発意欲の浸透と市職員としての素養の向上を

図る0

(4)派遣研修

研 修 名 場 所 人 員 期 間

港
外
塗

1邑
研
修

短 期 型 ド イ ツ ほ か 欧 州 各 国
人

21 10- 11 日

滞 在 型
サ ン ア ン ト ニ オ 市

ボ ス ト ン 市 ほ か
3 30- 61日.

都 市 派 遣 研 修 大 阪 市 、 京 都 市 ほ か 15 3 日

自 治 大 学 校 莱. 京 都 2 3 カ月～5 カ月

国 際 文 化 ア カ デ ミ ー 滋 賀 県 大 津 市 18 2 日～1 カ月

市 町 村 ア カ 、. デ .ミ ー 千 葉 市 13 4 - 10日

専 門 職 員 派 遣 建設大学校、国立公衆衛生院ほか 34 10 日以上

大 学 研 究 生 . 聴 講 生 派 遣
熊 本 県 立 大 学 大 学 院

熊 本 大 学 大 学 院
2 1年間

そ の 他 の 派 遣 研 修

熊 日 経 営 セ ミ ナ ー

自治 体女 性管 理 監 督者 研 修 会

県下1 1市女子職員研修 その他

142 1 - 60 日

(5)職場研修

研 修 名 対 象 回数 人 員 日数 実施時期 内 容

職 場 集 合 研 修 全職場 . 全職 員

匝1 人 日 月
各職場の業務に密着 した研修を、職場主導型で

50 2,710 1～2 4 - 3 実施することにより、業務の効率化及び職場の

活性化を促進する0

職場指導員研 修 職 場 指 導 員 2 65 0.5 4

後輩指導 .育成に関する基本的な方法を修得す

ることにより、新規採用職員への指導体制の充

実を図る0

接 遇 研 修 全 職 員 8 374 1～3 6,1,2,3
各職場との連携を強化し、現場での接遇研修を

実施する0

組織活性化研 修
納税課 . 保健所

1 29 3 2
緊密な人間関係に基づく明るい職場風土づ くり

交通局 .土木技師 を目指す
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17　人　事　委　員　会

人事委員会は、地方公務員法第7条第2項の規定に基づき、人事行政の適正な実施を確保するため、平成6年

4月1日に設置された人事機関であり、人格が高潔で人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得

て市長が選任する3人の委員をもって組織されている。

人事委員会は、法律及び条例の規定に基づき、人事行政に関する調査研究をはじめ、職員の採用及び昇任に係

る競争試験・選考の実施、給与の報告及び勧告、職員に関する条例案に対する意見の申出、労働基準監督機関の

職権行使、人事委貞会規則の制定改廃並びに職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に対する不服申立

ての審査などを主な業務としている。

( 1 )平成11年度職員採用試験の実施状況

試 験 R t - 職 種 申 込 者 数

¥ '蝣

蝣」ォ*蝣」 &

A

第 一 次

合 格 者 数

第 二 次

受 験 者 数

最 終

合 格 者 数

ち

倍 . 率 .

A / B

上 級 職

事 務 職
人 人 人 . 人 人 鰭 .

66 8 4 8 0 3 0 3 0 1 8 2 6 .7

社 会 福 祉 職 3 4 22 4 4 o ll .0

技

術

敬

土 木 2 4 16 4 4 3 5 .3

建 築 3 6 27 4 4 2 13 .5

電 気 2 7 20 4 4 2 10 .0

〔上 級 職 小 計 〕 78 9 5 65 4 6 4 6 2 7 20 .9

免 許 資 格 職

(上 級 職 )

獣 医 師 4 3 3 3 o 1 .5

薬 剤 師 18 17 3 3 1 17 .0

保 健 婦 (士 ) 7 4 67 1 0 1 0 5 13 .4

〔免 許 資 格 職 (上 級 職 ) 小 計 〕 9 6 8 7 1 6 1 6 8 10 ー9

初 級 職 事 務 職 27 0 2 08 ▼ 2 0 2 0 1 0 20 .8

免 許 資 格 職

( 中 級 峨 )

保 育 士 15 9 1 39 1 0 1 0 5 27 .8

看 護 婦 (士 ) 12 9 1 17 2 0 1 8 1 0 l l .7

〔免 許 資 格 職 (中 級 職 ) 小 計 〕 28 8 2 56 3 0 2 8 1 5 17 .1

業 務 職 業 務 職 40 7 3 59 2 6 2 5 1 3 27 .6

消 防 職
上 級 消 防 職 2 1 1 1 93 1 2 1 2 6 32 .2

初 級 消 防 職 18 7 1 59 2 2 2 2 ll 14 .5

〔消 防 職 小 計 〕 39 8 3 52 3 4 3 4 17 20 .7

《総 計 ≫ 2 ,24 8 1 ,8 27 17 2 16 9 9 0 20 .3

( 2 )職員の給与等に関する報告及び勧告

人事委員会は、平成11年職種別民間給与実態調査をもとに、平成11年10月4日市議会議長及び市長に対して

「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行った。

その主な概要は、次のとおりである。

ア　職員の状況(平成11年4月現在)

区 分 職 員 数 平 均 給 与 平 均 年 齢 平均経験年数

全 職 畢 5,689人 361,188円 40歳7月 . 19年9月

一 般 行 政 職 2,753人 366,953円 41歳0月 19年6月.
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イ　民間の状況

調査対象は、市内の70事業所(企業規模100人以上、事業所規模50人以上の184事業所から抽出)

り　公民給与の較差(一般行政職の職員と民間の同種の従業員の給与の比較)

民 間 給 与 (A ) 職 員 給 与 (B ) 較 差 A - B

371,049円 370,108円 . 941円 (0.25% )

4 月遡及改定分 の彪響 (積 残 し分 ) 85 円 (0.02% )

合 計 1,026 円 0.27%

エ　勧告の内容

給料表は、民間給与との較差を考慮するとともに、国及び他の地方公共団体の職員の改定状況並びに本市

の実状を勘案して改定すること。

諸手当については、民間の支給状況並びに国及び他の地方公共団体の状況を考慮して改定すること。

この改定は、平成11年4月1日から実施すること。ただし、宿日直手当の改定については、平成12年1月

1日から実施すること。

(3)公平審査

平成11年度には、措置要求事案及び不服申立て事案はなく、係属中の事案もない。
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18　選 挙

( 1 )永久選挙人名簿登患者数
(平12.6. 2現在)

開 票 区 投 票 区 投 票 所 男 女 計

1

10 1 熊 本 市 . 役 所 7 9 9 9 9 3 1,7 9 2

10 2 慶 徳 小 学 校 8 4 2 1 ,1 1 5 1,9 5 7

10 3 五 福 地 域 開 発 セ ン タ ー 1 ,0 6 2 1 ,5 1 6 2 ,57 8

10 4 - 新 小 学 校 2 ,0 4 6 2 ,6 7 3 4 ,71 9

1 05 一 新 幼 稚 園 7 5 2 1 ,0 8 8 1 ,84 0

1 06 上 熊 本 老 人 憩 の 家 :2 8 9 2 1 1 ,64 9

1 07 上 熊 本 団 地 集 会 室 1 ,7 16 1 ,6 1 6 3 ,33 2

1 08 池 田 小 学 校 i ,6 5 7 1 ,7 0 4 3 ,36 1

1 09 京 町 台 保 育 園 9 8 6 1 ,2 4 4 2 ,23 0

1 10 京 .陵 中 学 校 1 ,28 0 1 ,6 1 9 2 ,89 9

1 1 1 壷 川 小 学 校 1 ,78 8 2 ,2 8 6 4 ,07 4

1 12 信 愛 女 学 院 幼 稚 園 9 56 1 ,3 6 5 2 ,32 1

1 13 碩 台 小 学 校 1 ,2 09 1 ,6 4 9 2 ,8 58

1 14 市 立 高 校 1 ,6 54 2 ,0 3 4 3 ,68 8

1 1 5 黒 髪 小 学 校 1 ,4 79 1 ,54 4 3 ,0 23

1 16 桜 山 中 学 校 2 ,64 5 2 ,4 7 5 5 ,1 20

1 1 7 清 水 小 学 校 2 ,3 34 2 ,76 0 5 ,0 94

1 18 亀 井 公 民 館 1 ,3 44 1 ,58 4 2 ,9 28

1 1 9 高 平 台 小 学 . 校 3 ,5 55 4 ,14 8 7 ,7 03

12 0 銀 杏 学 潟 短 期 大 学 1 ,7 46 1 ,94 4 3 ,6 90

12 1 八 景 水 谷 公 民 館 1 ,4 56 1 ,7 28 3 ,184

1 2 2 城 北 小 学 校 3 ,0 00 2 ,1 1 1 5 ,11 1

1 2 3 清 水 北 老 人 憩 の 家 1 ,2 28 1 ,4 03 2 ,6 3 1

12 4 麻 生 田 小 学 校 3 ,0 14 3 ,6 33 6 ,6 4 7

1 2 5 倫 木 小 学 校 2 ,1 60 2 ,5 03 4 ,6 6 3

12 6 楠 小 学 校 2 ,5 9 1 2 ,9 16 5 ,50 7

12 7 武 蔵 小 学 校 2 ,4 6 1 2 ,7 54 5 ,2 1 5

12 8 弓 削 小 学 校 1 ,7 4 5 1 ,9 4 2 3 ,68 7

12 9 龍 田 小 学 校 3 ,3 93 3 ,6 34 7 ,02 7

13 0 宝 積 寺 公 民 館 1 ,8 3 1 2 ,0 5 1 3 ,88 2

13 1 白 川 一小 学 校 1 ,3 5 9 1 ,7 2 0 3 ,07 9

Io 2 鎮 西 高 校 1 ,2 0 2 1 ,5 4 3 2 ,74 5

13 3 九 州 学 院 1 ,3 0 5 1 ,8 6 7 3 ,17 2

13 4 大 江 小 学 校 1 ,7 4 3 1 ,9 0 3 3 ,64 6

13 5 菊 水 . 学 園 1 ,8 4 8 1 ,8 6 7 3 ,71 5

13 6 託 麻 原 小 学 校 3 ,3 1 7 3 ,5 9 0 6 ,90 7

13 7 白 山 保 育 園 9 3 3 1 ,1 7 1 2 ,10 4

13 8 白 山 小 学 校 . 2 ,4 2 0 2 ,8 5 0 5 ,27 0

13 9 出 水 小 学 校 2 ,0 6 1 2 ,7 3 5 4 ,79 6

14 0 出 水 校 区 戸 井 の 外 集 会 所 1 ,4 4 5 1 ,8 7 5 3 ,32 0

14 1 東 水 前 寺 公 民 館 2 ,3 2 3 2 ,7 5 7 5 ,08 0

14 2 熊 本 県 庁 7 3 0 8 7 1 1 ,60 1

14 3 砂 取 小 学 校 2 ,2 4 9 2 ,9 9 3 5 ,24 2

14 4 出 水 中 学 校 2 ,9 6 2 3 ,3 5 4 6 ,3 16

14 5 出 水 南 中 学 校 1 ,4 8 3 1 ,8 3 2 3 ,3 15

14 6 江 津 湖 団 地 第 2 集 会 所 1 ,72 5 2 ,1 6 0 3 ,8 85

14 7 画 園 小 学 校 2 ,34 4 2 ,6 7 8 5 ,0 22

14 8 湖 東 中 学 校 1 ,90 6 2 ,2 7 0 4 ,1 76

14 9 泉 ケ 丘 小 学 校 1 ,4 3 5 1 ,7 5 6 3 ,1 91

1 50 泉 ケ 丘 公 民 館 1 ,2 54 1 ,6 4 4 2 ,8 98

1 51 若 葉 小 学 校 2 ,08 0 2 ,5 0 9 4 ,5 89

1 52 東 野 中 学 校 2 ,5 13 2 ,9 4 8 5 ,4 6 1

1 53 秋 津 第 2 公 民 館 1 ,94 0 2 ,2 2 0 4 ,160

1 54 桜 木 小 学 校 3 ,8 54 4 ,2 78 1,132

1 55 東 町 小 学 校 2 ,3 68 2 ,3 69 4 ,7 37

1 56 健 軍 東 小 学 校 2 ,6 54 3 ,0 4 8 5 ,7 02

1 57 健 軍 小 学 校 2 ,4 39 2 ,8 54 5 ,2 93

1 58 尾 ノ 上 小 学 校 3 ,9 08 1,3 65 8 ,2 73

1 59 京 塚 公 民 館 1 ,1 20 1 ,3 34 2 ,4 54

16 0 帯 山 中 学 校 1 ,8 75 2 ,2 82 4 ,157

16 1 帯 山 小 学 校 2 ,94 7 3 ,4 99 6 ,4 46
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開 票 区 投票 区 投 票 所 男 女 計

1

16 2 帯 山 校 区 第 6 町 内 公 民 館 2,1 10 2 ,3 84 4 ,4 9 4

16 3 月 出 小 学 校 2,7 6 7 2 ,9 2 1 5 ,6 8 8

16 4 山 ノ 内 小 学 校 3,8 9 0 4 ,3 78 8 ,2 6 8

16 5 長 嶺 小 学 校 3,7 18 4 ,0 22 7 ,7 4 0

16 6 さ く ら 幼 稚 園 2,2 3 7 2 ,4 52 4 ,6 8 9

16 7 託 麻 南 小 学 校 2,5 8 2 2 ,9 1 5 5 ,4 9 7

16 8 託 麻 東 小 学 校 4,1 8 1 4 ,4 7 3 8 ,6 5 4

16 9 託 麻 北 小 学 校 2,7 1 9 2 ,9 0 9 5 ,6 2 8

17 0 託 麻 市 民 セ ン タ 】 1,8 5 9 1 ,8 9 0 3 ,7 4 9

17 1 託 麻 西 小 学 校 3,1 3 2 3 ,3 9 6 6 ,5 2 8

1 72 下 南 部 公 民 館 1,1 5 6 1 ,19 8 2 ,3 5 4

17 3 西 原 公 民 館 1,1 1 1 1 ,3 6 0 2 ,4 7 1

1 74 西 原 小 学 校 3,8 6 2 3 ,9 2 1 7 ,7 8 3

1 75 西 里 保 育 園 1,1 1 0 1 ,28 2 2 ,3 9 2

1 76 五 丁 保 育 園 1 ,2 2 3 1,34 1 2 ,56 4

1 77 明 徳 体 育 館 935 1 ,04 9 1,9 8 4

1 78 北 部 総 合 支 所 2 ,5 0 6 2 ,94 2 5 ,4 4 8

1 79 北 部 東 小 学 校 2 ,9 2 9 3 ,30 8 6 ,23 7

小 計 16 1 ,2 2 6 18 4 ,23 6 3 4 5 ,4 6 2

2

2 0 1 花 園 小 学 校 3 ,17 9 3 ,55 0 6 ,72 9

2 02 花 園 公 . 民 館 1,7 0 3 2 ,11 9 3 ,82 2

蝣20o 岳 林 寺 1,6 8 5 2 ,07 7 3 ,76 2

2 04 城 西 小 学 校 3 ,06 1 3 ,74 2 6 ,80 3

2 0 5 横 手 保 育 園 538 71 3 1 ,25 1

2 06 春 日 小 学 校 1,92 7 2 ,29 3 4 ,22 0

2 0 7 春 日 保 育 園 708 93 5 1 ,64 3

2 08 向 山 小 学 校 2,34 0 2 ,79 0 5 ,13 0

2 0 9 世 安 公 民 館 1,48 7 1 ,77 6 3 ,26 3

2 1 0 本 荘 4、 学 校 1,2 69 1 ,70 1 2 ,9 7 0

2 1 1 春 .竹 4、 学 校 3,08 6 3 ,74 1 6 ,8 2 7

2 1 2 事 業 内 高 等 職 業 訓 練 校 1,9 19 2 ,32 7 4 ,24 6

2 1 3 託 麻 中 学 校 3,7 5 1 4 ,23 1 7 ,9 8 2

2 1 4 田 迎 . 南 小 学 校 2,3 33 2 ,6 15 4 ,9 4 8

2 1 5 P 御 幸 小 学 校 3,2 89 3 ,8 70 7 ,1 5 9

2 1 6 川 尻 小 学 校 1,7 3 2 2 ,0 51 3 ,7 8 3

2 1 7 城 南 中 学 校 2,1 8 3 2 ,8 01 4 ,9 8 4

2 18 城 南 小 学 校 774 9 07 1 ,6 8 1

2 1 9 森 下 保 育 園 1,5 0 9 1 ,7 32 3 ,2 4 1

2 2 0 日 吉 小 学 校 1,7 2 5 2 ,0 62 3 ,7 8 7

2 2 1 日 吉 東 小 学 校 2,0 2 8 2 ,3 02 4 ,3 3 0

oo o 力 合 小 学 校 3,0 9 0 3 ,4 16 6 ,5 0 6

2 2 3 薄 場 団 地 集 会 所 1,1 9 3 1 ,4 1 1 2 ,6 0 4

2 2 4 古 町 小 学 校 1,2 7 3 1 ,6 67 2 ,9 4 0

2 2 5 花 陵 中 学 校 2,1 7 6 2 ,8 45 5 ,0 2 1

22 6 白 坪 4 、 学 校 2,3 4 8 2 ,6 39 4 ,9 8 7

22 7 城 山 小 学 校 3,2 4 5 3 ,8 52 7 ,0 9 7

2 28 池 上 小 学 校 2,3 3 6 2 ,8 40 5 ,17 6

2 29 高 橋 小 学 校 844 9 79 1,8 2 3

2 30 中 島地域 コミ ュニ テ ィセ ンタ ー 739 9 1 5 1,6 5 4

2 31 二 番 公 民 館 783 9 1 9 1,70 2

2 32 小 島 小 学 校 1,0 6 3 1,27 7 2 ,34 0

2 33 有 明 保 育 園 269 28 5 55 4

2 34 松 尾 東 小 学 校 355 374 72 9

2 35 松 尾 西 小 学 校 530 59 6 1,12 6

2 36 松 尾 北 公 民 館 100 10 6 20 6

2 37 河 内 小 A 学 校 1 ,19 5 1 ,40 4 2 ,59 9

2 38 み か ん の 里 振 興 セ ン タ ー 808 92 5 1 ,73 3

2 39 椎 亀 公 民 館 376 44 2 8 18

2 40 芳 野 小 学 校 . 52 1 56 8 1 ,08 9

2 4 1 飽 田 東 小 学 校 2 ,3 14 2 ,65 4 4 ,96 8

2 42 飽 田 南 小 学 校 850 1 ,02 4 1 ,8 74

2 43 飽 . EG 西 小 学 校 1,0 4 3 1 ,23 8 2 ,28 1

2 44 中 線 小 学 校 46 1 55 9 1 ,0 20

2 4 5 銭 塘 小 学 校 926 1 ,04 5 1 ,9 7 1

2 46 奥 古 閑 小 学 校 1,4 53 1 ,67 9 3 ,1 3 2

2 4 7 川 口 小 学 校 990 1 ,09 5 2 ,0 8 5

小 計 73 ,5 07 8 7 ,08 9 16 0 ,5 9 6

合 計 234 ,7 33 2 7 1 ,32 5 50 6 ,0 5 8
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( 2 )市議会議員選挙各種記録の推移

選挙施行年月日

区 分
昭 58 . 4 .24 昭 62 . 4 .26 平 3. 4 .21 平 7 . 4 .23 平 1 1. 4 .25

有 権 者 総 数 362 ,8 84 3 84 ,110 440 ,958 4 67 ,8 90 48 9 ,74 3

投 票 者 数 248 ,6 75 2 55 ,3 61 no o io r 270 ,623 2 78 ,90 9

投 票 率 (% ) 6 8 .53 66 .4 8 63 .99 57 .84 56 .9 5

立 候 補 者 数 64 68 74 67 6 8

定 数 52 52 5 6 52 5 2

最 高 得 票 数 6 ,762 8 ,645 7 ,81 1 7,70 1 7 ,84 4

当 選 者 最 低 得 票 数 2 ,754 3 ,195 3 ,194 3 ,64 1 3 ,6 79

立 候 補 者 最 高 年 齢 84 73 7 7 8 1 8 5

/, 最 低 年 齢 2 7 29 2 6 2 7 29

(3)過去の選挙の投票率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　%)

開 票 区

選 挙 別
第 1 第 .2 第 3 全 体

参 議 院 議 員 通 常 選 挙 (平 7 . 7 .2 3 )

( 選 挙 区 )
4 年.7 0 4 4 .3 4 4 4 .5 9

参 議 院 議 員 通 常 選 挙 (平 1 0 . 7 .1 2 )

( 選 . 挙 区 )
5 5 .1 4 ・5 5 .6 2 5 5 .3 9

熊 本 市 長 選 挙 . (平 1 0 .l l . 8 ) 3 1 .4 4 3 4 .2 2 3 2 .3 3

県 議 会 議 員 一 般 選 挙 (平 1 1 . 4 .l l )

( 熊 本 市 選 挙 区 )
5 4 .2 2 6 0 .9 0 5 6 .3 6

市 議 会 議 員 一 般 選 挙 (平 1 1 . 4 .2 5 5 4 .4 2 6 2 .2 9 5 6 .9 5

熊 本 県 知 事 適 挙 (平 1 2 . 4 .1 6 ) 5 8 .0 8 5 4 .3 7 5 3 .4 9

参 議 院 議 貞 補 欠 選 挙 (平 1 2 . 4 .1 6 )

( 逮 挙 区 )
5 2 .2 5 5 3 .9 4 5 2 .7 9

衆 議 院 議 員 小 選 挙 区 選 挙 第 一 区

(平 1 2 . 6 .2 5
5 9 .3 1 5 9 .3 1

// 帯 二 区

(平 1 2 . 6 .2 5
5 6 .6 0 5 6 .6 0

(注)開票区については平成7年7月23日の参議院議員通常選挙より2開票区となった。

国会議員及び県知事の選挙については、熊本市の投票結果を記載
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( 4 )各種選挙党派別得票状況

党派別

選挙 別
区 分 自 民 社 民 公 明 共 産 新 進 党 保 守 党 民 主 党 新社会 党 諸 派 無 所 属 計

参議 院議 員通常選 挙

(選 挙 区 )

定 数 2

(平 7 . 7 .2 3

総得 票数 - ～ - 8,262 96 ,78 7 - - - 241 104 ,674 209 ,964

最 高 ;/ - - - 8,262 96 ,78 7 - - - 241 65 ,322 -

最 低 // - - T 8 ,262 96 ,78 7 - - T 241 39 ,352 -

得票 率㈲ - - - 3 .93 46 .10 - - - 0 .ll 4 9.8 5 100

候補者 数 - - - 1 1 T ～ - 1 2 5

参 議院議 員通常 選挙

(遠 挙 区 )

定 数 2

(平 1 0 . 7 ▼1 2 )

総得 票数 111,558 - - 30 ,0 19 - - 118,323 - 5 ,708 - 265 ,608

最 高 // 81,394 - - 30 ,0 19 - - 118,323 - 5 ,708 - -

最 低 ;/ 30 ,164 - - 30 ,0 19 - A 118,323 - 5,708 - -

得票 率㈲ 42.00 - - ll.30 - - 44.55 - 2.15 - 100

候補 者数 2 T - 1 - - 1 - 1 - 5

熊 本 市 長 選 挙

(平 1 0 .l l . 8

総得 票数 - - - 29 ,75 9 - - - - - 128 ,04 8 15 7,8 07

最 高 ;/ - - 29 ,75 9 - - - - - 128,048 -

最 低 ;/ - - - 2 9,75 9 - T - - - 128,048 ～

得票 率㈲ - - T 18.8 6 - - - I - 81.14 100

候補 者 数 - - - 1 - - - - ～ 1 2

県 議 会 議 員 選 挙

(熊本 市 選 挙 区 )

定 数 1 8

(平 1 1 . 4 .l l )

総得 票数 113 ,159 - 37,055 14 ,94 6 - - 15 ,958 - - 92,464 2 73,583

最 高 // 18 ,79 1 - 12 ,724 9,574 - - l l,842 - - 17,002 -

最 低 ;/ 3 ,95 6 - l l,659 5,372 - - 4 ,1 16 - - 601 -

得 票率㈲ 4 1.3 6 - 13 .54 5.46 - - 5.83 - - 33.80 100

候補 者 数 9 - 3 2 - - 2 - ～ 1.1 27

市 議 会 議 員 選 挙

定 数 5 2

(・ 1 1 . 4 .2 5 )

総 得票 数 97,14 7 8,301 3 2,46 3 12,118 - T 14 ,883 80 9 546 108,958 275 ,226

最 高 ケ 7,84 4 4,720 5,24 0 4,251 - - 5,6 28 80 9 546 5,641 -

長 低 ;/ 2,9 58 3,581 4,29 5 3,826 - - 3,8 93 80 9 546 197 -

得 票率W ) 35.30 3.02 ll.8 0 4.40 - - 5:41 0.29 0.20 39 .59 100

偉 M # tt 21 2 7 3 - - 3 1 1 30 68

熊 本 県 知 事 選 挙

(平 1 2 . 4 ▼1 6 )

総 得票 数 - - ～ 14,165 - - - - - 249 ,617 263 ,782

最 高 // - - - 14,165 - - M - - 134 ,277 -

最 低 ,/ - - - 14,165 - - - - - 115 ,340 -

得票率 ㈲ - - - 5.37 T - - - - 94 .63 100

候 補者 数 - ～ - 1 T - - - - 2 3

参 議 院議員補 欠選 挙

(平 1 2 ー4 . 1 6 )

総得 票数 - - - 25,733 - - 108,942 - T 122 ,440 25 7,115

最 高 ;/ - - - 25,733 - - 108,942 - - 10 1,889 -

m m - - - 25,733 - - 108,942 - - 20 ,5 51 -

得票 率伽) - - - 10 .0 1 T - 42 .37 - - 4 7▼62 100

候補者 数 - - - 1 - T 1 - - 2 4

衆 議 院

小 選挙 区選 挙 第 1区

定 数 1

(平 1 2 . 6 .2 5 J

総得 票数 86,817 - - 21 ,026 - - 92,161 - - - -

s s 86,817 - - 21 ,026 - - 92,161 - - - -

At !H ナ 86 ,817 - - 21 ,026 - - 92 ,161 - - - -

得票 率㈲ 43.41 - - 1 0.5 1 T - 46 .08 - ～ - -

候補 者数 1 - - 1 - - 1 - - - -

衆 議 院

小 選挙 区 選挙 第 2区

定 数 1

(平 1 2 . 6 .2 5

総得 票数 - - - 5 ,59 7 - 50,280 28 ,146 - 3,170 T -

最 高 ;/ - - - 5 ,59 7 - 50,280 28 ,146 - 3,170 - -

最 低 ;/ - - - 5 ,59 7 - 50,280 28 ,146 - 3.170 - -

得票 率㈲

候補 者数

6.4 2

1

57.67

1

32.28

1

3.64

1

(荏)各選挙の直近のものを記載

・境^三　品一・し^viIHi j・¥rT-こ　　` I. ;*-trrfn」一一、l

L--一層至議員及び県知事の選挙については、熊本市の投票結果を記載

skmm

車成10年参議院議員通常選挙におけ盲欄漁1サ聖讐」
衆・参議院議貞選挙の比例代表選挙については記載なし
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19　名　誉　市　民
/?

(平　I. 1現在)

徳富猪一郎(蘇峰)氏(昭和30年顕彰)

文久3年1月25日生まれ。近世日本の先覚者として、また、すぐれた思想家であった。熊本在任中は大江義

塾の創始者として子弟の教育に専念し、その啓蒙的影響が大であった。県近代文化功労者。

勲二等瑞宝章、文化勲章受章するが戦後辞退。

昭和32年11月2日逝去(94歳)

高橋守雄氏(昭和30年顕彰)

明治16年1月1日生まれ。第7代市長として、 3大事業などを完遂(二十三聯隊の移転、市電、上水道の開

設その他)熊本市の近代化、発展、繁栄につくし、また、教育者として、郷土教育の振興育成に活躍した。熊

日社会文化賞受賞。県文化功労賞受賞。勲三等瑞宝章受章。

昭和32年5月6日逝去(74歳)

細川護立氏(昭和35年顕彰)

明治16年10月21日生まれ。細川家16代当主、有斐学舎の舎長、また、肥後奨学会の総裁に就任、多額の奨学

金を出資し学徒の育成援護につくした。さらに国の文化財保護委員会委員として、本市の重要文化財、史跡名

勝などの保存活用に貢献した。文化功労者選考審査委員。勲四等瑞宝章受章。

昭和45年11月18日逝去(87歳)

福田令寿氏(昭和35年顕彰)

明治5年12月7日生まれ。医師開業のかたわら、五高、医専などで教鞭をとり、子弟の教育に専念のほか、

社会文化、社会福祉関係の諸要職を歴任した。特に県の文化功労者に選ばれたほか、数々の叙勲、受賞に輝き、

郷土の社会文化、福祉の向上発展につくした功績は大きい。文部大臣表彰。県近代文化功労者。勲四等旭日小

綬章受章。

昭和48年8月7日逝去(100歳)

宇野哲人氏(昭和44年顕彰)

明治8年11月15日生まれ。東京帝国大学で漢学、中国哲学の教授、名誉教授としてのすぐれた業績は、郷土

熊本の文運の興隆に、多くの影響をあたえた。また、現在わが国における漢学関係の学究者で、直接、間接に

氏の薫陶、影響を受けないものはないといっても過言ではない。県近代文化功労者。勲一等瑞宝章受章。

昭和49年2月19日逝去(98歳)

堅山熊次(南風)氏(昭和44年顕彰)

明治20年9月12日生まれ。横山大観画伯などに師事、日本画に精進し、その多くの作品のうえに肥後の郷土

色のにじみ出た芸術の香りがよく生かされている。

氏のすぐれた業績は、大観画伯と並んで日本画壇の最高峰に位置し、また、郷土文化の進展に大きく貢献し

た。県近代文化功労者。文化功労者。文化勲章受章。勲三等旭日中綬章受章。

昭和55年12月30日逝去(93歳)

後藤祐太郎(是山)氏(昭和54年顕彰)

明治19年6月8日生まれ。熊本における文化啓蒙家として郷土史の研究、文化活動において多大の功績があっ
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/ォーo

俳句同人誌「東火」 (昭和2年「かわがらし」として創刊。昭和17年に改題。)主宰をはじめ、力作「肥後文

人画の研究」 「肥後国誌」等の著作、 「熊本市政七十年史」の編纂、 「県史」 「県議会史」の監修など、氏が手が

けた仕事は、名利を求めず時流にもおもねらず、ひたすら自己の真実を貫くその生活態度とともに、今日高く

評価されている。勲五等瑞宝章受章。県近代文化功労者。熊日社会賞受賞。

昭和61年6月4日逝去(99歳)

中村破魔子(汀女)氏(昭和54年顕彰)

明治33年4月11日生まれ。現代女流俳人の第一人者。氏の句は女性特有のこまやかな情感に裏打ちされて艶

であり優であり且つ頭脳的であるところにその本額があるが、そのなかにはまた、常に変わらぬ故郷熊本を想

う純情がみなぎっているのも特徴の一つである。俳誌「風花」を主宰する傍ら、 「春雪」 「汀女句集」 「春暁」

「花影」 「都鳥」 「菩蕨粧ふ」など数々の句集をはじめ、 「ふるさとの菓子」 「その日の風」などの随筆集を刊行

し、女性俳句の隆盛はもとより文化の振興に多大の貢献があった。勲二等瑞宝章受章。文化功労者。県近代文

化功労者。

昭和63年9月20日逝去(88歳)
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20　財 政

( 1 )平成12年度当初予算図表
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(2)予算総括表
(単位　千円)

区 分 平 成 1 2 年 度 当 初 予 算 平 成 1 1 年 度 予 算 比 較 伸 率

(A )- (B )

(FO会 計 別 IM 当 初 予 算 (B ) 現 計 予 算 A - B

一 般 会 計 2 1 9 ,0 0 0 ,00 0
%

4 8 .4 2 18 ,4 0 0 ,0 0 0
%

4 8 .9 2 50 ,5 9 3 ,4 2 9

%

5 1 .9 6 0 0 ,00 0

%
0 .3

特 別 会 . 計 1 9 2 ,19 0 ,00 0 4 2 .4 18 4 ,0 7 0 ,0 0 0 4 1 .2 18 6 ,8 5 4 ,9 96 3 8 .7 8 ,12 0 ,00 0 4 .4

国 民 健 康 保 険 会 計 4 5 ,3 2 6 ,27 9 1 0 .0 4 4 ,5 4 9 ,6 7 8 10 .0 4 8 ,7 9 7 ,4 25 1 0 .1 7 7 6 ,60 1 1 .7

母 子 寡 婦 .福 祉 資 金

貸 付 事 業 会 計
2 2 1 ,00 0 0 .0 2 2 1 ,0 0 0 0 .0 2 2 1 ,0 00 0 .0 0 0

介 護 保 険 会 計 2 2 ,98 2 ,06 3 5 .1 - - - - 2 2 ,98 2 ,06 3 -

老 人 保 健 医 療 会 計 6 2 ,07 4 ,98 5 1 3 .7 7 0 ,2 4 0 ,6 6 0 1 5 .7 7 0 ,9 0 8 ,2 3 7 1 4 .7 △ 8 ,1 65 ,6 7 5 △ 1 1 .6

交 通 災 害 共 済 事 業 会 計 9 4 ,4 3 1 0 .0 9 7 ,38 3 0 .0 9 1 ,6 4 0 0 .0 △ 2 ,9 5 2 △ 3 .0

食 肉 セ ン タ ー 会 計 73 4 ,04 6 0 .2 8 0 5 ,8 68 0 .2 78 2 ,5 0 9 0 .2 △ 7 1 ,8 2 2 △ 8 .9

産 業 振 興 資 金 会 計 4 ,03 8 ,0 00 0 .9 3 ,8 3 8 ,0 0 0 0 .9 4 ,18 8 ,0 0 0 0 .9 2 0 0 ,0 0 0 5 .2

食 品 工 業 団 地

用 地 会 計
10 5 ,0 00 0 .0 5 8 ,8 0 0 0 .0 2 79 ,0 8 6 0 ー1 4 6 ,2 0 0 78 .6

競 輪 事 業 会 計 2 3 ,48 3 ,4 8 0 5 .2 2 6 ,24 3 ,4 4 0 5 .9 2 3 ,5 55 ,1 1 3 4 .9 △ 2 ,7 5 9 ,9 6 0 △ 1 0 .5

地 下 駐 車 場 事 業 会 計 7 04 ,3 3 3 0 .2 7 07 ,3 2 6 0 .2 7 0 7 ,3 2 6 0 .1 △ 2 ,9 9 3 △ 0 .4

公 共 用 地 先 行

取 得 事 業 会 計
5 ,0 8 8 ,9 5 4 1 .1 8 ,9 39 ,0 2 4 2 .0 1,5 7 0 ,15 3 1 .8 △ 3 ,8 5 0 ,0 7 0 △ 4 3 .1

西 部 第 一 土 地 区 画

整 理 事 業 会 計
1 ,0 3 8 ,8 1 3 0 .2 1 ,5 8 5 ,2 3 5 0 .3 1 ,6 7 6 ,93 0 0 .3 △ 54 6 ,4 2 2 △ 3 4 .5

公 共 下 水 道 事 業 会 計 2 5 ,9 5 7 ,00 0 5 .7 2 5 ,7 0 0 ,7 8 8 5 .7 2 6 ,0 7 4 ,62 9 5 .4 25 6 ,2 12 10 .0

水 洗 便 所 改 造 資 金

貸 付 . 事 業 会 計
3 4 1 ,6 16 0 .1 3 5 1 ,4 0 6 0 .1 2 3 7 ,6 2 7 0 .0 △ 9 ,7 90 △ 2 .8

( 熊 本 城 会 計 ) ～ - 7 3 1 ,3 9 2 0 .2 7 6 5 ,3 2 1 0 .2 △ 73 1 ,3 9 2 -

一 般 . 特 別 会 計 合 計 4 1 1 ,19 0 ,00 0 9 0 .8 4 0 2 ,4 7 0 ,0 00 9 0 .1 4 3 7 ,4 4 8 ,4 2 5 9 0 .6 8 ,7 20 ,0 0 0 2 1 .7

一 企 業 会 計 4 1 ,8 1 0 ,00 0 9 .2 4 4 ,0 3 0 ,0 0 0 9 .9 4 5 ,3 8 8 ,4 0 7 9 .4 △ 2 ,2 2 0 ,0 0 0 5 .0

産 . 院 会 計 60 2 ,78 7 0 .1 59 4 ,5 8 0 0 .1 6 32 ,2 2 0 0 .1 8 ,2 0 7 1 .4

市 民 病 院 会 計 13 ,34 5 ,7 70 3 .0 1 3 ,65 2 ,5 7 9 3 .1 1 6 ,0 1 1 ,1 3 3 3 .3 △ 3 0 6 ,8 0 9 △ 2 .2

水 道 事 業 会 計 2 0 ,46 8 ,0 00 4 .5 2 2 ,4 2 2 ,0 0 0 5 .0 2 1 ,2 15 ,2 9 5 4 .4 △ 1 ,9 5 4 ,0 0 0 △ 8 .7

交 通 事 業 会 計 7 ,39 3 ,4 4 3 1 .6 7 ,29 7 .2 4 1 1 .7 7 ,4 66 ,15 9 1 .6 9 6 ,2 0 2 1 .3

(酒 類 製 造 事 業 会 計 )
- - 6 3 ,6 0 0 0 .0 6 3 ,6 0 0 0 .0 △ 6 3 ,6 0 0 -

総 計 4 53 ,0 0 0 ,0 0 0 10 0 4 4 6 ,5 00 ,0 0 0 10 0 4 8 2 ,8 3 6 ,8 3 2 10 0 6 ,5 0 0 ,00 0 1 .5

-71-

鷲



( 3 )一般会計性質別財源充当状況
(単位　千円)

区 分

性 質 別

平 成 1 2 年 度 当 初 予 算 平 成 1 1 年 度 当 初 予 算

予 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 予 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源樵

成

也

棉

成

也

1 '・ 4 7 ,0 9 6 ,2 8 9

%

2 1 .5 3 ,69 8 ,5 79 4 3 ,3 9 7 ,7 1 0 4 6 ,1 08 ,2 2 5

%

2 1 .1 3 ,2 9 2 ,2 7 6 4 2 ,8 1 5 ,94 9

2 物 件 費 2 1 ,9 2 1 ,9 7 2 1 0 .0 5 ,6 53 ,5 8 6 1 6 ,2 6 8 ,3 8 6 2 2 ,2 2 6 ,8 1 3 1 0 .2 4 ,9 2 6 ,4 6 1 1 7 ,30 0 ,35 2

3 維 持 補 修 費 3 ,2 8 0 ,5 3 3 1 .5 5 10 ,6 0 7 2 ,7 6 9 ,9 2 6 3 ,0 8 3 ,4 1 7 1 .4 2 1 5 ,5 0 3 2 ,8 6 7 ,9 14

4 扶 助 費 3 7 ,9 3 5 ,2 4 8 1 7 .3 2 3 ,9 18 ,6 1 7 1 4 ,0 1 6 ,6 3 1 3 9 ,0 9 4 ,7 2 5 1 7 .9 2 4 ,4 2 7 ,1 2 8 14 ,6 6 7 ,5 97

5 補 助 費 等 8 ,10 9 ,0 8 0 3 .7 7 78 ,5 0 6 7 ,3 3 0 ,5 7 4 9 ,0 2 2 ,4 1 6 4 .1 2 ,1 1 4 ,0 2 0 6 ,9 0 8 ,3 96

6 普 通 建 設 事 業 費 3 7 ,8 1 1 ,3 1 8 17 .3 2 7 ,7 3 1 ,8 1 0 ,0 7 9 ,4 8 9 4 0 ,7 7 3 ,0 5 9 1 8 .7 3 1 ,3 7 7 ,4 4 4 9 ,3 9 5 ,6 1 5

補 助 事 業 費 17 ,6 0 7 ,3 0 9 8 .1 1 4 ,9 0 9 ,2 1 4 2 ,6 9 8 ,0 9 5 1 7 ,4 7 8 ,7 5 7 1 .0 15 ,12 4 ,4 6 1 2 ,3 5 4 ,2 9 6

単 独 事 業 費 2 0 ,2 0 4 ,0 0 9 9 .2 1 2 ,8 2 2 ,6 1 5 7 ,3 8 1 ,3 9 4 2 3 ,2 9 4 ,3 0 2 1 0 .7 16 ,2 5 2 ,9 8 3 7 ,0 4 1 ,3 1 9

9 公 債 費 3 8 ,3 0 1 ,8 16 1 7 .5 2 ,7 6 5 ,8 8 5 3 5 ,5 3 5 ,9 3 1 36 ,8 7 8 ,63 1 1 6 .9 2 ,2 13 ,0 7 8 3 4 ,6 6 5 ,5 5 3

1 0 積 立 金 1 ,3 3 5 ,8 7 3 0 .6 3 5 ,8 7 3 1 ,3 0 0 ,0 0 0 6 6 2 ,60 9 0 .3 6 2 ,6 0 9 6 0 0 ,0 0 0

1 1 投 資 及 び 出 資 金 10 3 ,8 4 2 0 .0 1 0 3 ,8 4 2 9 9 ,59 5 0 .0 9 9 ,59 5

1 2 貸 付 金 6 6 8 ,50 0 0 .3 5 5 2 ,0 0 0 1 1 6 ,5 0 0 7 1 0 ,3 00 0 .3 56 5 ,0 0 0 14 5 ,30 0

1 3 繰 出 金 2 2 ,3 1 5 ,5 29 1 0 .2 1 ,3 7 1 ,4 1 2 2 0 ,9 4 4 ,1 17 1 9 ,6 2 0 ,2 10 9 .0 1 ,14 6 ,7 1 3 18 ,4 7 3 ,4 9 7

1 5 予 備 費 12 0 ,0 00 0 .1 12 0 ,0 0 0 12 0 ,0 00 0 .1 12 0 ,0 00

合 計 2 1 9 ,0 0 0 ,0 00 1 0 0 6 7 ,0 1 6 ,8 9 4 1 5 1 ,9 8 3 ,10 6 2 1 8 ,4 0 0 ,0 00 1 0 0 70 ,34 0 ,2 3 2 1 4 8 ,05 9 ,7 68
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( 4 )一般会計決算の推移

(歳　入)

区 分

款 年 度

金 額 (千 円 ) 構 成 比 (% )

8 9 1 0 l l 1 2 8 9 1 0 l l 1 2

1 0 f j ft 8 4 , 3 3 2 ,7 5 1 8 6 ,6 9 9 ,2 7 8 8 5 ,5 5 4 , 7 6 6 8 4 ,9 1 5 ,5 1 9 8 4 ,4 9 3 ,6 1 6 3 8 .0 3 9 .4 3 7 .7 3 8 .9 3 8 .6

1 5 地 方 譲 与 税 4 ,8 3 8 ,6 0 4 2 ,6 8 8 ,5 4 6 1 ,5 3 6 , 9 0 3 1 ,5 9 3 ,0 0 0 1 ,5 9 1 ,0 0 0 2 .2 1 .2 0 .7 0 .7 0 .7

2 0 利 子 割 交 付 金 1 ,1 1 2 ,8 6 5

8 9 2 ,4 3 1

8 4 2 ,6 4 9 7 5 2 , 4 6 7 7 7 4 ,0 0 0 2 ,3 7 5 ,0 0 0 0 .5

0 .4

0 .4 0 .3 0 .4 1 . 1

2 2 地 方 消 費 税 交 付 金 1 , 5 4 3 ,8 7 1 6 ,8 5 9 , 8 2 6 7 ,2 6 2 ,0 0 0 7 ,2 6 2 ,0 0 0 0 .7 3 .0 3 .3 3 .3

2 5 自 動 車 取 得 税 交 付 金 7 7 2 ,6 1 4 7 2 1 ,7 2 3 6 5 8 ,0 0 0 6 4 2 ,0 0 0 0 .4 0 .3 0 .3 0 . 3

2 7 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 1 3 6 , 5 7 3 2 7 7 ,1 4 3 3 1 4 ,2 6 3 2 8 3 ,0 0 0 3 8 ,0 0 0 0 .0 0 . 1 0 . 1 0 .1 0 .0

3 0 腎 有 難 柑 薯 符 妻
5 , 7 0 1

3 5 ,9 5 9 ,7 6 4

5 ,1 1 7

3 8 ,4 0 1 ,2 9 5

5 ,4 5 0

4 1 ,6 8 2 ,1 5 4

5 ,4 5 0 5 ,4 7 7 0 .0

1 6 .2

0 .0

1 7 .4

0 .0

1 8 .4

0 .0 0 . 0

3 2 地 方 特 例 交 付 金 2 , 5 0 0 ,0 0 0 2 ,2 9 5 ,0 0 0 1 .2 1 . 0

3 5 地 方 交 付 税 4 4 , 5 0 0 ,0 0 0 4 7 ,0 2 3 ,0 0 0 2 0 .4 2 1 .5

4 0 着 熟 ㌔ 全 ㌔ 萱
1 7 5 ,4 5 6 1 7 6 ,6 5 9 1 7 9 ,8 2 8 . 1 7 9 ,0 0 0 1 8 3 ,0 0 0 0 .1 0 .1 0 . 1 0 .1 0 .1

4 5 分 担 金 及 び 負 担 金 3 ,0 0 1 ,9 3 6 3 , 1 9 6 ,5 4 3 3 ,5 6 6 ,0 1 1 3 , 5 7 6 ,0 2 9 3 ,0 7 6 ,8 4 3 1 .4 1 .2 1 . 5 1 .6 1 .4

5 0 使 用 料 及 び 手 数 料 5 ,9 2 3 ,9 7 4 6 , 2 6 2 ,4 1 5 6 ,5 0 2 ,0 0 3 7 ,3 5 4 ,9 8 0 7 ,6 3 2 ,9 6 7 2 .7 2 .8 2 . 9 3 .4 3 .5

5 5 国 庫 支 出 金 3 0 ,7 3 6 ,0 1 7 3 0 , 1 2 8 ,4 4 6 3 6 ,4 5 1 ,8 5 6 3 2 ,4 7 5 ,1 5 3 3 1 ,6 9 5 ,7 1 8 1 3 .9 1 3 .7 1 6 . 1 1 4 .9 1 4 .5

6 0 県 支 出 金 5 ,5 2 8 ,4 2 2 6 ,0 4 6 ,0 8 3 3 ,9 9 1 ,4 6 3 3 ,7 7 7 ,6 9 4 4 ,7 1 3 ,9 3 8 2 .5 2 .7 1 .8 1 .7 2 .2

6 5 財 産 収 、 入 4 5 2 ,2 2 7 4 3 1 ,0 1 4 8 5 2 ,5 8 4 3 0 7 ,2 6 3 2 9 3 ,1 9 6 0 .2 0 .2 0 .4 0 .1 0 .1

7 0 寄 付 金 1 0 ,8 8 1 7 2 ,7 5 1 1 4 6 ,7 8 6 3 3 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0 .0

7 5 繰 入 金 2 ,7 5 2 ,8 6 0 1 9 ,4 5 1 5 0 , 1 1 5 6 2 8 ,7 5 4 2 ,5 8 4 ,3 7 1 1 .2 0 .0 0 ー0 0 .3 1 .2

8 0 繰 . 遊 金 3 ,0 0 9 ,2 2 4 2 ,3 2 4 ,6 4 3 3 ,0 5 0 ,0 5 9 5 0 0 ,0 0 0 5 0 0 ,0 0 0 1 .4 1 ,1 1 ー3 0 .2 0 .2

8 5 諸 収 入 L 1 9 8 J 6 8 4 ,9 2 6 ,0 8 8 3 ,8 9 1 ,4 9 0 3 ,7 5 0 , 7 5 5 3 ,4 7 4 ,0 7 1 1 .9 2 .3 1 .8 1 .7 1 .6

9 0 市 債 3 8 ,6 9 5 ,0 0 0 3 5 ,4 4 9 ,6 0 0 3 0 ,5 6 7 ,6 0 0 2 3 ,3 5 9 ,4 0 0 1 9 , 1 2 0 ,8 0 0 1 7 .4 1 6 .1 1 3 .5 1 0 .7 8 .7

合 計 2 2 1 ,7 6 3 ,4 5 4 2 2 0 ,2 6 4 ,2 0 6 2 2 6 ,6 7 7 ,3 4 7 2 1 8 ,4 0 0 , 0 0 0 2 1 9 ,0 0 0 ,0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

(歳　出)

区 分

款 年 度

金 額 (千 円 ) 構 成 比 (% )

8 9 1 0 l l 1 2 8 9 1 0 l l 1 2

1 0 議 会 費 1 , 1 2 2 ,6 4 0 1 ,0 7 7 ,0 3 3 1 ,1 0 7 , 9 5 3 1 ,1 6 6 ,5 5 6 1 ,0 7 5 ,2 5 3 0 .5 0 .5 0 .5 0 .5 0 .5

1 5 稔 務 費 1 8 , 6 9 6 ,0 1 7 1 8 ,2 1 8 ,5 4 5 1 9 ,3 2 5 , 3 8 4 2 0 ,3 0 8 ,1 9 4 2 2 ,5 1 3 ,4 3 3 8 .5 8 .4 8 .8 9 .3 1 0 .3

2 0 民 生 費 5 1 , 3 1 7 ,4 8 5 5 4 ,5 6 4 ,6 5 4 5 7 ,2 7 3 , 6 4 2 5 9 ,8 6 8 ,3 8 2 5 8 ,6 2 0 ,7 5 9 2 3 .4 2 5 . 1 2 6 . 1 2 7 .4 2 6 .8

2 5 衛 生 . 費 1 3 , 1 0 8 ,9 5 2 1 5 ,9 6 0 ,9 9 6 1 8 ,2 6 2 , 5 6 9 1 7 ,4 7 6 ,3 2 8 1 5 ,3 3 2 ,4 1 4 6 .0 7 .4 8 .3 8 ▼0 7 .0

3 0 労 働 費 1 3 0 ,3 3 3 1 3 ,9 0 6 8 ,7 4 7 6 ,4 9 3 3 ,5 5 2 0 . 1 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0

3 5 農 林 水 産 業 費 6 ,0 2 0 , 5 5 4 4 ,8 3 0 ,9 4 8 4 ,8 3 4 ,0 6 5 4 ,2 9 1 ,1 8 0 4 ,6 4 7 ,7 3 3 7 2 .2 2 . 2 2 .0 2 . 1

4 0 商 工 費 5 ,4 0 8 , 0 4 3 5 ,2 4 3 ,2 0 0 4 ,9 6 8 ,9 5 9 4 , 1 3 5 ,2 4 5 4 ,1 5 0 ,2 8 8 2 .5 2 .4 2 . 3 1 .9 1 . 9

4 5 土 木 費 5 2 ,8 9 6 , 0 0 5 4 4 ,9 7 3 ,0 3 1 4 6 ,5 3 0 ,2 3 7 4 1 , 7 1 7 ,0 6 3 3 9 ,4 2 9 ,8 6 8 2 4 . 1 2 0 .7 2 1 . 2 1 9 . 1 1 8 . 0

5 0 消 防 費 7 ,9 6 9 , 3 8 2 7 ,0 1 1 ,1 1 0 6 ,7 8 6 ,6 0 6 6 , 7 4 6 ,8 0 7 7 ,2 9 5 ,0 9 7 3 .6 3 .2 3 .1 3 .1 3 . 3

5 5 教 育 費 2 9 ,7 8 3 , 5 2 7 3 0 ,6 0 1 ,3 4 9 2 3 ,2 3 5 ,4 0 3 2 3 , 6 4 0 ,8 2 1 2 5 ,7 4 2 ,1 8 7 1 3 .6 1 4 .1 1 0 ー6 1 0 .8 l l .7

6 0 災 害 復 旧 費 4 ,7 5 0 2 7 3 ,4 4 3 3 2 6 ,5 1 0 0 0 0 .0 0 .1 0 . 1 0 .0 0 .0

6 5 公 債 費 3 1 ,4 1 1 ,0 3 5 3 2 ,7 9 4 ,2 1 9 3 5 ,2 8 0 ,5 7 6 3 6 ,8 9 4 ,6 3 1 3 8 ,3 2 3 ,8 1 6 1 4 .3 1 5 .1 1 6 . 0 1 6 .9 1 7 .5

7 0 諸 支 出 金 1 ,5 8 8 ,9 0 1 1 ,6 5 1 ,7 1 3 1 ,7 6 0 ,5 2 1 2 ,0 2 8 ,3 0 0 1 ,7 4 5 ,6 0 0 0 .7 0 ,8 0 .8 0 .9 0 .8

7 5 予 備 費 0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 1 0 .1

合 計 2 1 9 ,4 5 7 ,6 2 4 2 1 7 ,2 1 4 ,1 4 7 2 1 9 ,7 0 1 ,1 7 2 2 1 8 ,4 0 0 ,0 0 0 2 1 9 ,0 0 0 ,0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .0

(荏) 11年度は決算見込額、 12年度は当初予算額を示す
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(5)財政指標(普通会計ベース)
(単位　千円)

年 度

区 分
7

伸

蝣蝣f -

拷

ft

8

伸

*

描

&

9

伸

率

描

S 4

1 0

伸

*

描

サ

l l

伸

率

描

K

基 準 財 政 需 要 額 9 6 ,1 5 7 ,8 2 7

%

4 ,2 1 0 0 10 2 ,8 6 7 ,1 5 1

%

7 .0 1 0 7 1 0 7 ,6 7 8 ,7 7 2

%

4 .7 1 1 2 1 1 1 ,9 0 0 ,9 0 0

%

3 .9 1 1 6 1 1 4 ,1 9 1 ,8 0 6

%

2 .0 1 19

基 準 財 政 収 入 額 6 5 ,7 6 6 ,0 6 5 5 .9 1 0 0 6 8 ,2 0 6 ,2 1 6 3 .7 1 0 4 7 0 ,4 5 2 ,6 0 1 3 .3 1 0 7 7 1 ,8 8 3 ,8 3 7 2 .0 1 0 9 7 0 ,6 0 5β7 4 △ 1 .8 1 0 7

標 準 税 収 入 額 8 7 ,1 4 9 ,3 8 2 5 .9 1 0 0 9 0 ,3 8 7 ,7 5 2 3 .7 1 0 4 9 3 ,3 57 ,5 8 0 3 .3 1 0 7 9 5 ,2 6 4 ,9 9 8 2 .0 1 0 9 9 3 ,5 5 0 ,3 9 6 △ 1 .8 1 0 7

標 準 財 政 規 模 1 2 0 ,0 5 7 ,9 4 3 5 .0 1 0 0 1 2 5 ,1 0 1 ,7 3 0 4 .2 1 0 4 1 3 0 ,4 8 7 ,0 4 5 4 .3 1 0 9 1 3 5 ,2 8 4 ,3 6 1 3 .7 1 1 3 1 3 7 ,0 7 6 ,4 1 3 1 .3 1 1 4

財 政 力 指 数 0 .6 7 8 0 .6 7 3 0 .6 6 7 0 .6 5 3 0 .6 3 8

実 質 収 支 比 率 ㈲ 0 .9 0 .7 1 .1 1 .7 1 Jj

経 常 収 支 比 率 ㈲ 8 3 .2 8 9 .3 8 8 .5 8 9 .2 8 6 .4

公 債 費 比 率 (% ) 1 8 .1 2 1 .9 2 1 .6 2 2 .2 1 7 .0

(注) 11年度は決算見込額
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21市 税

( 1 )市税の税率及び納期

税 目 税 率 納 期 限

市

氏

秩

価

人

均 等 割 3 ,000 円

1 期 6 / 1- 6/ 30

所 得 割

課 税 所 得 金 額 税 率 、

200万 円以 下 3 % 2 期 8 / 1- 8/ 3 1

200万 円超 8 % 3 期 10 / 1- 10/ 3 1

700万 円超 10% 4 期 1/ 1- 1/ 3 1

0 確 定 申告 納付 期 限 各 事 業 年 度 終 了 の 日

法

V

均 等 割

(1) 資 本等 の金 額 (資 本 積 立 金 額 を含 む0 相 互 会 社

にあ っ て は耗 資 産額 0 以下 同 じ0 ) が 50 億 円 を 超
え る法 人 (保 険業 法 に規 定 す る相 互 会 社 以 外 の′法

人 で 資 本 の金 額 又 は 出資 金 額 を有 しない もの 及
の翌 日か ら 2 カ月 以 内 、 た だ し、 税 務 署

び 法 人税 法 に規 定す る公 共 法 人等 を 除 く (2)か ら

(9)まで に お い て 同 じ0) で 、 かつ 、 市 内 の 従 業 者
数 が50人 を超 え る も の 年 額 3,600,000円

長 の 承 認 を受 け た もの は そ の承 認 を 受 け

た期 間 を延 長

(2) 資 本等 の金 額 が10億 円 を超 え50億 円以 下 であ る
法 人 で従 業 者 数 の合 計 数 が 50 人 を超 え る もの

0 人格 の ない 社 団 等 で 収益 事 業 を 行 わ な い

年 額 2 ,100,000円

(3) 奮 本等 の 金額 が 10億 円 を超 え る法 人で 従 業 者 数

の 合計 数 が 50人 以下 で あ る もの

もの 0 公 共 法 人 、 公 益 法 人 で均 等 割 の み

を課 さ れ る もの

年 額 49 2,0 00円

(4) 資 本 等 の 金額 が 1 億 円 を超 え 10億 円以 下 で あ る
法 人 で従 業 者 数 の合 計 数が 50 人 を超 え る もの

年 額 48 0,000円
(5) 資 本 等 の 金 額 が 1 億 円 を超 え10億 円以 下 で あ る

法 人 で従 業者 数 の合 計 数 が50 人以 下 で あ る もの
年 額 192,000円

(6) 資 本 等 の 金 額 が 1 千 万 円 を超 え 1 億 円 以 下 で あ

る法 人 で従 業 者 数 の合 計 数 が 50 人 を超 え る もの
年 額 18 0,000円

(7) 資 本 等 の 金 額 が 1 千 万 円 を超 え 1 億 円 以 下 で あ
る法 人 で従 業者 数 の合 計 数 が 50 人 以下 で あ る もの

年 額 156,000円

(8) 資 本 等 の 金 額 が 1 千 万 円以 下 で あ る法 人 で従 業
者 数 の合 計 数 が 50 人 を超 え る もの

年 額 144 ,000円
(9) 前 各 号 に掲 げ る法 人 以外 の 法 人等

年 額 60 ,000 円

4 月30 日

法 人 税 割
14 .7

100

県

氏

秩

価

人

均 等 割 1 ,000 円

個 人 市 民 税 と同 じ
所 得 割

課 税 所 得 金 額 税 率

700万 円以 下 2 %

700万 円超 3 % .

固 定 資 産 税 P
」 j ll

1 期 5/ 1- 5/ 3 1

2 期 7/ 1- 7/ 31

100 3 期 9/ 1- 9/ 30

4 期 12/ 1- 12/ 31

都 市 計 画 税
0.2

100
国定 資 産 税 と同 じ

軽 自動 車 税

1 原 動 機 付 自転 車

(ア) 総 排 気 量 が 50cc以 下 1,000 円
(イ 90cc 1,200円

(-サ 125cc * 1.6OO P3
(i ) ミニ カ ー 2,500 円

2 軽 自動 車
(ア) 二輪のもの (側車付を含む) 2 ,400 円

(イ) 三 輪 の もの 3,100 円
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税 目 税 率 納 期 限

(ウ) 四輪以上のもの

乗用 の もの 措 業新 宝33胃

貨物用のもの 惜 禁教 333呂

(⇒ 雪上車 2,400円
3 小型特殊自動車
(ア) 農耕作業用のもの 1,600円
(イ) その他のもの 4,700円

4 二輪の小型自動車
総排気量が250cc超 4,000円

5/ 1- 5/ 31

市 た ば こ 税
製造タバコ1,000本につき2,668円
(旧3 級品の製造タバコは1,000本につき1,266円)1 毎月末日

特別土地保有税

土地の保有に対して課するもの 霊 ー

土地の取得に対して課するもの 孟

土地の保有に係るもの (保有分) 5 月末E]

土地の取得に係るもの (取得分)

8 月末日 2 月末日

事 業 所 税

1 既設分 既設分
(ア) 資産割 事業所床面積 1 m2につき 法人 各事業年度終了の日から2 カ月以内

年600円

(イ) 従業者割 従業者給与総額の 普

2 新設分

個人 その年の翌年 3月15日

新設分
新増設事業所床面積 1 m2につき6,000円 新増築した日から2 カ月以内

入 湯 税 入湯客 1人 1 日につき 150円 毎月15 日まで
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(2)納税義務者の推移

年 度

税 目
7 8 9 1 0 l l

市

氏

秩

個

人

普

過

敬

収

均 等 割 の み 1 3 ,7 8 3 1 3 ,9 1 4 1 4 ,0 6 6 3 4 ,6 6 7 1 4 ,2 5 2

所 得 割 の み 2 3 ,5 15 2 3 ,2 9 1 2 2 ,3 4 0 17 ,6 1 1 2 1 ,2 6 7

完 全 納 税 者 7 6 ,5 9 8 7 9 ,6 0 5 8 1 ,3 6 4 6 3 ,3 6 1 7 9 ,1 1 8

計 1 1 3 ,8 9 6 1 16 ,8 1 0 1 1 7 ,7 70 1 15 ,6 3 9 1 14 ,6 3 7

特

別

敬

収

均 等 割 の み 2 ,9 7 2 3 ,15 8 2 ,9 4 9 13 ,5 5 4 3 ,4 1 2

所 得 割 の み 1 9 ,4 8 2 2 2 ,3 14 2 2 ,5 4 9 19 ,8 2 9 2 1 ,1 1 5

完 全 .納 税 者 13 6 ,2 6 9 1 Q 7 Q Q Q 13 9 ,5 6 2 1 28 ,5 7 9 14 0 ,3 4 7

計 15 8 ,7 23 16 3 ,3 7 0 16 5 ,0 60 1 6 1 ,9 6 2 16 4 ,8 7 4

小 計 2 7 2 ,6 19 28 0 ,18 0 28 2 ,8 3 0 2 7 7 ,6 0 1 2 7 9 ,5 1 1

法 人 調 走 件 数 2 7 ,9 4 1 2 8 ,30 3 2 8 ,4 6 2 3 ,3 0 2 28 ,4 15

固 資 土 地 及 び 家 屋 1 7 0 ,5 6 5 1 7 3 ,9 7 4 1 7 6 ,8 0 6 1 7 9 ,2 2 3 18 1 ,3 5 1

産

走 税

償 却 資 産 ( 3 ,7 8 0 ) (3 ,8 5 0 ) (3 ,9 9 5 ) (3 ,9 9 2 ) (3 ,9 6 6 )

小 計 17 0 ,5 6 5 1 7 3 ,9 7 4 1 7 6 ,8 0 6 1 7 9 ,2 2 3 1 8 1 ,3 5 1

軽 自 動 車 税 16 8 ,0 8 6 1 6 8 ,3 3 8 1 6 8 ,0 7 4 1 6 8 ,3 3 8 1 6 9 ,6 64

合 計 63 9 ,2 1 1 6 5 0 ,7 9 5 6 5 6 ,1 7 2 6 5 3 ,5 1 4 6 5 8 ,94 1

対 前 年 度
増 加 . 数 l l ,5 5 7 l l ,5 8 4 5 ,3 7 7 △ 2 ,6 5 8 5 ,4 2 7

伸 び 率 ( % ) 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1

(注)償却資産に係る( )は土地及び家屋に含む。

(3)市税収入状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

年 度

税 目

10 ll

調定額 収 入額 収入率 (% ) 調定額 収入額 収入率 (% )

市

氏

秩

個 人 分

普 通 徴 収 8 ,75 1,488 8 ,087 ,645 92 .4 8 ,47 1,130 7,78 8,598 91 ー9

特 別 徴 収 19 ,773 ,6 54 19 ,698 ,641 99 .6 19,759 ,595 19,690,237 99 .6

計 28 ,52 5,142 27 ,786 ,286 97 .4 28,230 ,725 27,478 ,835 97 .3

法 人 分 10 ,92 2,0 79 10 ,8 58 ,177 99 ー4 10,8 11,208 10 ,750 ,965 99 .4

小 計 39,44 7,2 21 38 ,644 ,463 98 .0 39,04 1,933 38 ,229 ,800 97 ,9

輿

スE
・rt
産

秩

固定資産 土地家屋償却資産 34 ,4 72,4 33 33,0 86,136 96 .0 35,817,298 34 ,445 ,509 96 .2

交 付 金 310,215 3 10,215 100 .0 318 ,4 68 318 ,468 100 .0

小 計 34,78 2,648 33,3 96,35 1 96 ー0 36 ,135 ,766 34 ,763 ,977 3.2

軽 自 動 車 税 565,854 545,079 96 .3 584 ,861 563 ,3 16 9 6.3

特 別 土 地 保 有 税 4 69,263 322,385 68 .7 160 ,044 105 ,625 3.0

入 湯 税 23,830 23,355 3.0 22 ,552 22 ,067 97.8

事 要 所 税 2,191,705 2 ,173,105 99 .2 1,773 ,117 1,750 ,0 13 3.7

都 市 計 画 税 5,011,574 4 ,809,74 5 96 .0 5 ,181 ,473 4 ,98 2,9 71 96 .2

た ば 税 4,093 ,921 4 ,093 ,700 100 .0 1,438 ,226 4 ,43 8,0 33 100 .0

合 計 86,586 ,0 16 84 ,008 ,183 9 7.0 8 7,337 ,972 84,8 55,8 02 97 .2

滞 納 繰 越 分 9 ,535 ,532 1 ,546 ,583 16.2 9 ,799 ,948 1,628,602 16 .6

総 計 96 ,121 ,548 85 ,554 ,766 3.0 9 7,137 ,920 86,48 4,4 04 3.0
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22　土地開発公社

名　　　　　称　　熊本市土地開発公社

設立年月　日　　平成7年11月10日

目　　　　　的　　熊本市土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき、

公共用地、公用地等の取得、管理、処分等をおこなうこと等により、地域の秩序ある整備及

び市民福祉の増進に寄与することを目的とする0

事　　　　　業　　次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

( 1 )公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項又は第5条

第1項に規定する土地

( 2 )道路、公園、緑地その他の公共施設及び公用施設の用に供する土地

上記の業務に附帯する業務を行うこと。

役　　　　　員　　理　事　長　　助　　役　　副理事長　　助　　役

常務理事　　総務局長

理　　事　　教育長　交通事業管理者　水道事業管理者

企画調整局長　市民生活局長　健康福祉局長

環境保全局長　経済振興局長　都市整備局長

建設局長　消防局長

監　　事　　収入役　企画広報部長

役員の任期は2年、ただし再任をさまたげない。

資本金及び資金　基本財産　　20,000千円(市出資金)

資金は市の債務保証を得て市中金融機関及び市土地開発基金より借入している。

利　　率　　年5.0%以内

事　業　実　績

平成11年度事業

(1)公有地取得事業

事 業 名
執 行 額

備 考
面 積 金 額

教 育 施 設 用 地
Ill'

907.93
円

43,597,962

そ の 他 の 用 地 8 ,237.13 366,946,942

合 計 9 ,145.06 410,544,904
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(2)公有地売却事業

事 業 名
執 行 額

備 考
面 積 金 額

教 育 施 設 用 地
m

′ 2 1 ,6 29 .2 7
円

342 ,9 13 ,57 4

公 園 . 用 地 6,0 7 1.2 1 5 11 ,8 65 ,14 8

道 路 改 良 用 地 468 .0 9 19 7 ,5 56 ,69 3

そ の 他 の 用 地 4,5 07 .7 0 5 2 ,0 02 ,09 6

合 計 3 2 ,6 76 .2 7 1 ,104 ,3 37 ,5 11

23　土地開発基金

設　　　置　公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ

取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、熊本市土地開発基金を設置する。

基金の額　2,493,384千円(平12.3.31現在)

運用の範囲　基金は上記の目的を達成するため、土地を先行取得するほか、熊本市土地開発公社の土地取得事

業に貸し付けることができる。 (貸付利率　年3%)

24　市　庁　舎　概　要

市庁舎は、昭和54年3月に着工、昭和56年11月落成し、 17年を経過している。建設にあたっては、建物を

新しくするばかりでなく、内容的にも市庁舎はどうあるべきかとの基本理念を踏まえ、住民サービスに直結

する窓口部門を集中するなど市民-の配慮を行うとともに、環境への負担に配慮しつつ執務環境の向上を目

指した。

また、昭和11年に建設された旧熊本地方貯金局である花畑町別館は、地下1階地上4階建ての建物で築後

相当年数経過しているが、毎年計画的に補修を行い、耐用年数の延長を図るとともに執務環境を改善しなが

ら利用している。

(1)建物概要

所　在　地　　手取本町1番1号

敷地面積　10,007.20m2

建築面積　　5,583.54m2

延　面　積　　39,709.43m2 (他に駐輪場83.70m2がある)

構造・規模　　高層棟　　鉄骨造　　地下2階地上15階建

議会棟　　鉄骨鉄筋コンクリート造　　地上6階建

高　　　さ　　高層棟　　軒高　2.10m
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議会棟　　軒高26.00 m

工　　　期　　着　工　　昭和54年3月17日

竣　工　　昭和56年10月31日

総事業費　112億2,000万円

財源内訳　　基　金　　62億5,000万円

起　債　　47億3,000万円

一般財源　2億4,000万円

事業費内訳　建築工事　65億3,000万円

設備その他工事　36億6,000万円

委託費　　5億6,000万円

備品費　　4億7,000万円

(2)建物の特色・特徴

ア　窓口事務部門の集約化

市民課を中心として窓口部門を1-2階に集中的に配し、その間をエスカレーター2基で結ぶことにより、

立体的総合窓口化を図った。

イ　市民ホール、展示ホール等の設置

市民のコミュニティの場、憩いの場としてのスペースを確保するため、市民ホール、展示ホール、展望ロビー

等を設置している。

り　美術文化の導入

庁舎建物に地域性、芸術性等の文化的潤いを加味するよう努め、地元画家の壁画をはじめ、彫刻、美術、照

明、壁掛、美術パネル等の美術装飾を積極的にとり入れた。

工　熊本城との調和

庁舎前面に位置する熊本城との調和を保つため、庁舎の形状について高層棟は直線的でシンプルなものとす

る一方、議会棟には和風様式をとり入れている。また、外壁の色調は渋い茶褐色とし、お城の緑と調和を図っ

た。

オ　身体障害者への配慮

身体障害者対策として、出入口は全てスロープ式とし自動ドアを取り付けているほか、エレベーターには特

別な装置を施しており、専用トイレも8カ所設置している。

また、バリアフリーの観点から障害者にも優しい庁舎を目指し、各種の取り組みを行っている。

カ　防災設備

風水害、火災あるいは地震等に対しては、防潮板やスプリンクラーの取り付け、バルコニーの設置など設計

上からも万全を期しており、特に耐震性は阪神・淡路大地震にも耐える建物である。

キ　省エネルギー対策

高層棟の各階にはバルコニーが設置されているため、これが日本家屋の軒庇の効用と同じく太陽直射熱を遮っ

て、外部からの熱負荷を軽減させている。

また、窓ガラスは断熱性の高い複層ガラスを用いているほか、外壁については内貼材(スタイロホーム)を
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使用して断熱効果を高めている。

( 3 )熊本市役所駐車場

所 在 地 下通1丁目1番8 号

開 設 年 月 昭和55年4 月

捻 面 積 8,054nf

収 容 台 数

351& …損 …台 蓋≡ ……台

駐 車 料 金

区 分 駐 車 料 金

1

月曜日から金曜Elまで 午前8 時30分から 規則で定める用務先 1) 駐車を開始した時から1時間以内は1(氾円

(休日を除く) 午後5時30分まで 確認印がある場合 2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円

規則で定める用務先、1).駐車を開始した時から1時間以内は400円
確認印がない場合 (2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円

2

月曜日から金曜日まで 午後5時30分から 規則で定める用務先 (1) 駐車を開始した時から1時間以内は100円

(休E]を除く) 午後10時まで 確認印がある場合 (2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円

規則で定める用務先 (1) 駐車を開始した時から1時間以内は300円
確認印がない場合 2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円

3

土曜臥 日曜日及び 午前8時30分から 規則で定める用務先 1) 駐車を開始した時から1時間以内は100円

休日 午後10時まで 確認印がある場合 2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円

規則で定める用務先 (1) 駐車を開始した時から1時間以内は300円

確認印がない場合 (2) 前号の時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに150円

備考 駐車場の閉鎖時刻までに出庫しなかった場合における閉鎖時刻から翌日の開始時刻までの料金は、1時間までごとに150円を別

に徴収する0

営 業 概 要 台 数 395,503台

(平成 9 年度) 収 入 89,211,900円

(4)熊本市自転車駐車場

近年、ミニバイク等の二輪車の増加は著しく、市街地中心部における放置二輪車は、防災上、歩行者の安全

性、都市美観等に影響をおよぼしている。市庁舎周辺地域でも相当数の放置二輪車があり、それらを整理、収

容するため、また土地の高度利用の面からも上層階には、庁舎に付随する会議室等を配置している。

駐輪施設としては自走式で半地下階から4階までを使用し、安全性や維持管理を考慮したテレビ監視システ

ムや自動放送システム等を取り入れている。

所　在　地　花畑町9番1号(市役所別館内)

開設年月日　昭和61年1月11日

敷地面積　703.43m2

建築面積　434.99m

延一面　積　3,401.21m2 (駐車場部分: 1,742.96m.

構　　　造　鉄骨造　8階建(一部半地下)

建　設　費　388,000千円

収容台数　740台

利用台数11年度　延316月69台
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庁

L

花畑町別館

下水道管理課 下水道計画課

下水道建設課

市史編纂重

市街地開発課 街路課

西部第一土地区画整理事務所

第2 入札室 監理課閲覧室

指導監査課 都市用地課

下水道技術センター

エトナヘイワ生命ビル

施設課

教育委員室 教育長室
総務課 教育企画課

学校教育課 指導課

同和教育指導室 健康教育課

文化財課 社会教育課

社会体育課

舎 位　置　図

∈⊇-

九州電力熊本支店跡地

熊
本
市
役
所

胡漸別館 エけヘイワ
自転車駐車場 生命ビル

住友生命ビル

「「「「l l　「

市役所別館

大会議室

文化振興課

(美術館設立準備室)

総務課 学芸課

統計課 行政資料室

調達課 第 1入札室

自転車駐車場

古京町別館

職員研修センター

熊本城整備振興課

住友生命ビル

(選挙管理委員会事務局)

総務課 選挙課
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旧鉄道郵便局

熊本駅周辺整備事務所

九州電力熊本支店跡地

全国高校総体推進室

産業文化会館

金融経営相談課



本 舎

一 一

機械室 機械室

展望ロビー レストラン 大ホール

監査委員室 監査第一課 監査第二課 人事委員室 人事委員会事務局

農業委員会事務局 情報公開窓口 外部監査人室

国際交流課 、生活安全課 交通安全推進室 男女共生推進課 青少年育成課 .

用地課 用地調整室 工事技術検査室 治水管理課 河川整備課P

都市整備局長室 都市計画課 景観整備課 交通計画課

建築指導課 公園管理課 公園建設課

観光物産課 競輪事業部庶務課 競輪事業部事業課 道路相談室

道路管理第一課 道路管理第二課 道路維持課 道路建設課

建設局長室 監理課 建築課 設備課

施設保全課 住宅建設課 住宅管理課

経済振興局長室 経済企画課 雇用福祉対策室 商工課

農政企画課 農業経営課 生産流通課 耕地課 水産振興課

環境保全局長室 環境企画課 緑保全課 水保全課 事業管理課

減量美化推進課 浄化対∵策謀 行政改革推進プロジェクト 総合支所担当

健康福祉局長室 保健福祉管理課 健康増進課

介護保険課 人事課 共済組合事務局 . 職員厚生課 管財課

委員会室 市長室 助役室 秘書課

議場 議員控室
渡り 企画調整局長室 企画調整課 広報課

廊下 総務局長室 総務課 財政課

議長室 副議長室

議員控室

(議会事務局) 庶務課 議事課

市民生活局長室 地域づくり推進課 地籍調査課 児童家庭課

情報システム課 情報企画課 総合防災課 浄書室

収入役室 会計室 主税課 市民税課 資産税課 納税課 同和対策室
委員会室

福祉総務課 高齢福祉課 保護第一課 保護第二課 喫茶室

市民交流サロン 市民課 国民健康保険課 保険料収納課 国民年金課 福祉総合相談課 障害福祉課

総合案内 水道料金納入所 指定金融機内 C D コーナー

衛生管理室 レストラン 守衛室 時間外出入口

C D コーナー 理容室 美容室 売店 郵便局 防災セ.ンター 車庫

機械室 中央監視室
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